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◎ 議 事 日 程 

 

令和７年６月１０日（火） 午前９時開議 

 

 議事日程第３号 
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   日程第３   議員の派遣 
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   日程第３   議案の審議、採決 

     議第３９号  河北町特別職に属する者の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定 

            について 

     議第３８号  令和７年度河北町一般会計第２回補正予算について 

閉  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第３号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○丹野貞子議長 おはようございます。 

   ただいまの出席議員数は14名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の議事日程はお手元に配付のとおりで

あります。 

○丹野貞子議長 日程第１、一般質問を行います。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

   本日は、12番細矢誓子議員からであります。 

   12番細矢誓子議員の一般質問を行います。 

   「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） おはようございます。 

   それでは、２日目の一般質問を始めさせて

いただきます。 

   私の質問事項は１点でございます。 

   質問事項、町内在住の外国人が安心して暮
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らせる環境の構築についてお尋ねいたします。 

   町中の街路樹が若葉色から青葉の色に変わ

っていき、初夏が近いことを知らせてくれて

います。 

   私は最近とみに、町の中やショッピングセ

ンターなどで外国人の方々の姿をよく見かけ

るようになりました。外国人の方々、特に若

い方々が多く見受けられ、ショッピングセン

ターなどでは、皆さんはスマホを片手に、あ

まり不自由を感じなく買物をされています。 

   私はそのとき、ふと思いました。本町に住

民登録をされて、河北町民として生活をされ

ている外国人の方々について、私たちはあま

り知らない、接することがないということに

気がつきました。 

   本町で生活をされている外国人の方々には、

地域との関わりが持ちにくいという課題があ

るように考えます。 

   地域の人たちの意識の中で、コミュニケー

ション方法に不安があるため、そこに大きな

異文化の壁があるように感じます。でも、こ

の人たちがもし突然の災害、地震や水害等に

見舞われたとき、どのように行動できるのか、

私たちは、この人たちをどのように守れるの

か、とても不安に思います。 

   本町における外国人の数は年々増加の傾向

にあると認識しています。 

   山形県内では、令和６年12月末日現在で１

万312人となり、前年同期9,111人と比較して

13.2％増となっており、過去最多になってい

ます。 

   本町も県内で10番目の多さとなっています。 

   一般的に、外国人の方々が生活する上で不

便と考えているものは、住宅、公共交通機関、

買物、娯楽、子供たちの教育環境や就労など

に分類できると思います。 

   住宅問題では、適切な住宅の確保が難しい

こと。公共交通機関では、利用の難しさや便

数の少ないこと、また乗り方が分からないこ

と。買物、娯楽では、買いたいと思う店が分

からないことや、リフレッシュできる娯楽施

設が少なく、交流する機会がないことなどと

言われています。 

   これらの解決のため、各自治体でも外国人

の方々に様々な支援策が実行されています。 

   交流機会が少ないという課題では、岐阜県

各務原市の場合、国際交流協会との連携、鹿

児島県さつま町の場合、自治会単位での地域

交流会の実施、福井県鯖江市の場合、大型イ

ベントへの多国籍カフェの出店、岐阜県下呂

市の場合は、外国人による料理教室など、様々

な形で地域の方々とコミュニケーションを図

っています。 

   外国人の方々が町に溶け込んで生活するた

めには、お互いの言葉や文化の違いを乗り越

え、地域全体で支援していくことが必要だと

考えます。 

   そこで、質問要旨１、本町に居住している

外国人の生活実態について、また、どのよう

なことに不安を持っているかについて把握し

ているのかを伺います。 

   質問要旨２、本町の学校に通う外国人の子

供の教育支援について伺います。 

   質問要旨３、本町に居住している外国人の

就労支援について伺う。 

   質問要旨４、地域住民と共生できるシステ

ム構築の状況について伺う。 

   質問要旨５、生活しやすい環境整備と災害

時の対策はどのように考えられているのかを

伺う。 

   ６、交流機会の創出や情報発信の取組状況

について伺う。 

   再質問を留保し、質問を終わります。 

○丹野貞子議長 12番細矢誓子議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 
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○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   12番細矢誓子議員の一般質問にお答えいた

します。 

   最初に、町内在住の外国人が安心して暮ら

せる環境の構築について、お答え申し上げま

す。 

   まず１点目、本町に居住している外国人の

生活実態について、また、どのようなことに

不安を持っていられるかの把握について申し

上げます。 

   令和７年３月31日時点で本町に住民登録さ

れている外国人の方、349名となっております。 

   国籍別では、ベトナムの方が約半数を占め

ております。次いで、韓国、中国の順でござ

います。 

   在留資格では、技能実習１号から３号及び

特定技能１号として外国人労働者の方が約６

割を占めており、次いで永住者が２割となっ

ております。 

   技能実習生等として日本に来られる方は一

定期間、日本語を学んできていると伺ってお

りますが、日常生活や行政手続、医療機関の

利用などで専門用語などの理解に困難を感じ

ることが考えられます。 

   日本の文化やマナーになじむこと、さらに

は地域社会に溶け込むなど、文化や習慣の違

いにより戸惑いを感じたり、地域社会や職場

での差別や偏見に対する懸念や、家族の生活、

子供の教育環境に関する不安も抱く場合があ

ると思っております。 

   町では、第８次河北町総合計画後期基本計

画の策定に当たり、令和６年度、昨年度でご

ざいますけれども、町内の外国人の方のご意

見をいただくため、町内の事業所に勤務する

ベトナム国籍の外国人や、町内に居住する技

能実習生５名の方にグループインタビューを

実施しております。 

   お話を伺った中で、町内での生活、仕事に

対しては、おおむね満足していることが分か

りましたが、一方で交通の不便さや医療機関

利用の難しさなどが課題に挙げられておりま

す。 

   具体的には、買物やレジャーで出かける際

の移動の不便さ、翻訳アプリなどを使いなが

ら医療機関を受診していることなど、不安が

あるようでございます。 

   地域との交流の面では、地域の祭りやイベ

ントへの参加意欲が旺盛で、地域住民との交

流を深めたいという意欲があることが分かり

ました。 

   外国人材を雇用する町内事業所の経営陣の

方へのインタビューでは、課題として、住居

の確保、地域住民との交流促進が挙げられて

おります。 

   行政に求める支援として、住居への支援、

日本語学習の機会提供、公共交通の改善など

が挙げられております。 

   ２点目の、本町の学校に通う外国人の子供

の教育支援について申し上げます。 

   現在、本町の町立学校には６名の外国籍の

児童生徒が通学しております。外国籍の児童

生徒につきましては、学校教育法による就学

義務は課されておりませんが、外国籍の児童

生徒であっても、国際的な人権規約や条約に

基づき、公立の義務教育諸学校へ就学を希望

する場合には、国際人権規約等も踏まえ、そ

の子を日本人児童生徒と同様に無償で受け入

れているところでございます。 

   本町においては、学校、保護者との打合せ

の下で、編入学許可の願を提出いただいた場

合、小中学校での就学が認められる流れとな

っております。 

   町内の各学校では、教育課程を通して、国

語科の授業を核として、言語活動学習の充実

に力を入れ、日常的に日本語を大事にした教

育活動に当たっております。しかし、日本語
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の能力や日本語によるコミュニケーションに

課題を抱えている外国籍の児童生徒もおりま

す。言葉の壁は、日常の授業に参加する上で

小さくない壁になっている。これが現状だと

考えております。 

   そこで、本人、保護者の意向に基づき、週

２回、１回につき１時間程度、取り出し指導

という形で、別室で日本語の個別指導を行っ

ております。指導に当たっているものは、教

育委員会でお願いしている地域の方であり、

母国語が中国語で日本語にもたけている方、

英語でのコミュニケーションが得意な方が担

当しております。この指導を通して、少しず

つ日本語を介したコミュニケーション能力が

該当児童生徒に育まれており、今後も継続し

て指導してまいります。 

   また、希望する学校にＡＩ通訳機を貸し出

すとともに、教育委員会にも常時配備をして

おります。学校生活の中で、授業や行事にお

ける活用はもちろんですが、体調不良などの

急な対応が必要な場合、また校外学習など学

校の外に出る活動の際にも効果的な活用が行

われております。 

   今後とも、引き続き日本語指導体制の整備、

充実を図るとともに、外国籍の児童の「学び

たい」という思いを大切にした学級運営、授

業づくりを学校と連携して進めてまいります。 

   ３点目の、本町に居住している外国人の就

労支援について申し上げます。 

   日本の産業を支える外国人の方の就労支援

は、地域社会の活性化と多様性向上にも貢献

する、本町のみならず、県、さらには日本全

体でも必要な取組であると認識しております。 

   本町でも大勢の外国人の方が就労し、暮ら

されております。就労するまでのサポート、

さらには就労後の企業と協力したサポートは、

職業安定所など国の関係機関が中心になって

担っております。 

   職業安定所においては、外国人、日本人問

わず仕事を探していらっしゃる方々に対して

様々なサービスを提供しておりますが、外国

人の方の就労に関係する業務もその一つであ

ります。 

   外国人の方のスキルや経験を生かせる仕事、

人材育成の目的について把握し、就労のため

の橋渡しを支援する中心的な役割を担ってい

るところが職業安定所など国の機関でありま

す。 

   職業紹介の過程においては、就労に関する

悩みや不安を相談できる窓口となっているほ

か、生活面でも日本での環境になじめるよう

なサポート体制の充実がなされております。

外国人の方に対して、必要な情報の提供がな

されている状況でございます。 

   町といたしましても、ハローワークさがえ

が開催する就職面談会を周知するなど、協力

をしております。引き続き、外国人の方々の

円滑な就労の支援に取り組んでまいります。 

   ４点目の、地域住民と共生できるシステム

の構築の状況について申し上げます。 

   「日本人も外国人も、お互いを認め合い、

地域を構成する一員として共に活躍できる

「やまがた共生社会」の実現」を目指し、令

和６年度に県が山形県多文化共生推進プラン

を策定しております。 

   重点プロジェクトとして、市町村や外国人

雇用事業者等への日本語教育の必要性の働き

かけや、子供の頃からの国際感覚の醸成に向

けた学校における異文化理解や言語に係る教

育など、多文化共生の取組の推進、多文化共

生に向けた機運醸成を図るイベントの充実等

を掲げております。 

   令和６年度末の人口における外国人の方の

割合では、県平均では1.02％、100人に１人、

本町では2.09％、100人に２人となっておりま

す。県内でも多くの外国人が暮らす町です。 
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   町といたしましても、県等の関係機関と協

調しながら、様々な制度を活用し、日本人も

外国人も安心して暮らせる環境整備に努めて

まいります。 

   ５点目の、生活しやすい環境整備と災害時

の対策はどのように考えているかについて申

し上げます。 

   外国人の災害に備えた環境整備、安全対策

につきましては、町の地域防災計画において、

外国人の安全確保対策として、情報伝達、避

難誘導体制の整備など災害予防対策に努める

こととしております。 

   現在、取り組んでいる対策といたしまして

は、町のホームページにおきまして、内閣府

で公表している多言語リーフレット「災害に

便利なアプリとウェブサイト」や「外国人の

ための減災ポイント」で、災害時の情報入手

方法や災害への備えを紹介しているところで

す。その中で紹介されている災害情報等を通

知するアプリには、自治体から発表される避

難情報を含め、プッシュ通知でお知らせする

機能となっております。町といたしましては、

引き続きこのアプリをご活用いただけるよう

周知してまいります。 

   なお、外国人の方々への情報伝達などには

課題もあると認識しております。伝達方法な

ど先行している自治体、外国人を雇用してい

る企業担当者などからご意見を伺い、引き続

き研究し、取り組んでまいります。 

   ６点目の、交流機会の創出、情報発信の取

組状況について申し上げます。 

   これまで町が主催するスポーツごみ拾いや

谷地どんがまつりのちょうちん屋台など、町

内事業所に勤務する外国の方が参加していた

だいております。 

   今年度は、地域おこし協力隊員が移住体験

住宅で日本文化に触れるお茶会を企画したと

ころ、町内事業所に勤務する外国人の方にも

参加いただき、谷地高生や地域の方々と交流

していただいております。 

   今後とも地域の団体などの協力を得ながら、

機会を捉え、様々な交流の機会を設けていけ

ればと考えております。 

   外国人が様々な情報を入手する手段として、

主に自治体のウェブサイトやＳＮＳなどを活

用しているとお聞きしております。 

   町が実施するイベント等について、広報や

町の公式ＬＩＮＥを使って周知しております

が、今後、必要に応じて外国人材を雇用する

事業所への案内なども検討し、さらなる交流

が図られるよう努めてまいります。 

   以上お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ご答弁ありがとうござ

いました。 

   それでは、再質問に入らせていただきます。 

   大変詳しく、いろいろとご答弁いただきま

して、本当にありがとうございました。私が

聞きたい部分をたくさん述べていただき、再

質問をするのが、どうしようかなと思うよう

なぐらい詳しく書いていただきましたけれど

も、それでは再質問をいたします。 

   本町に在籍している外国人の方々の人数は、

令和７年、先ほどは３月31日現在でしたけれ

ども、私が調べたところ、令和７年５月20日

現在で340人と認識しています。 

   国籍別では、ベトナムが約半数で、次いで

韓国、中国の順になっているとの答弁でござ

いましたが、その方々の構成はどのようにな

っているのか、お尋ねします。例えば、男性

の数、女性の数、子供の数や、できましたら

年齢別などはお分かりでしょうか。お願いい

たします。 

○丹野貞子議長 「軽部税務町民課長」 
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○軽部昭博税務町民課長 お答えします。 

   私が手元に持っているものは３月31日現在

の構成の年齢別表であります。世帯数が326

世帯ありまして、16歳未満の男の数が６名、

女性が３名、16歳以上の男性が162名、女性が

178名で、合計で349名、世帯数が326世帯とな

っております。 

○丹野貞子議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。世帯数も結構伸びていまして、永住権を

持たれた方の数なんですけれども、全体の約

２割というご答弁でしたが、私が調べました

数字では、答弁では68人ぐらいになるのでし

ょうか、２割ということで。でも、私が調べ

ました数字は、76人ぐらいの方々が永住権を

持っておられて、河北町にお住みになってい

らっしゃるということでございます。 

   永住権を取得された方々は、しっかり河北

町民として生活基盤を築かれて生活されてい

ると考えますが、私が疑念していることは、

技能実習生として本町に在籍している方々の

生活実態です。 

   先日、技能実習生の方々が住んでいらっし

ゃるアパートの近所の人たちの話を聞くこと

ができました。夜間の話し声がうるさい。ご

みの出し方が悪い。近所で会っても、ちょっ

と怖い感じがするなどの声でございました。 

   私は、これらの声は、お互いがお互いをよ

く知らないということから生まれるもので、

それらをなくすには、まずお互いを知ること

だと考えています。知るためのきっかけづく

りを進めていくこと、まずは挨拶です。こん

にちは、さようならなどという言葉は企業側

と地域の方々で進めていくことがとても大事

ではないかと思っておりますので、その辺の

ところを推奨していく考え方、そういうこと

は自治体としてはどのように考えていらっし

ゃいますか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 私も全く同感です。いろいろ文

化の違いとか、宗教とか、やはり相互理解の

上に立ってお付き合いしていくということは

本当に大事です。でも、そこを乗り越えるの

はやっぱり言葉だと思います。言葉というか、

コミュニケーションを通じて、知らない人か

ら、なじめる人、そこから全ての理解がスタ

ートすると思います。その第一歩は挨拶だ、

全く同感です。 

   私も、あえて自転車だったり、歩いて通勤

しますが、小学生と同じぐらい外国の方と擦

れ違います。おはよう、挨拶をさせていただ

くと、ほとんど、おはようございますと返っ

てきます。やっぱりそういった、そこはマイ

ンドの持ち方と、あとは言葉だと思います。

何も流暢な言葉でなくていいと思います。コ

ミュニケーションを取ろうとしている、日本

語でも通じます。そこからスタートしていく

必要があると思います。 

   その上で、やはり先ほども申し上げました

けれども、お医者さんに行ったりとか、ある

いは役場に来たときとか、単なる「おはよう

ございます」では通じません。何の用向きか、

やっぱり役場としても、窓口で十分対応して

いくというスキル、あるいは翻訳機なんかも

含めて、やっぱそういった環境づくりという

ものは大切ですし、ただ、やはりそういった

挨拶の励行ということにつきましては、町民

の方々一人一人の姿勢かと思います。 

   子供たちとの関係も同じです。あるいは、

新しく町内に来られた日本の方というか、変

ですけれども、新しく町内に来られた、これ

は日本人、外国人限らず、やっぱり挨拶の飛

び交う、そんな町というのが全てのスタート

だと思っています。 

○丹野貞子議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） まさしくそのとおりだ
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と思います。最初の、おはようの言葉が出る

か出ないかということですよね。 

   だから、外国人の方々は地域の生活の中で

様々な問題が出てきてくると思いますけれど

も、それらの問題に対して気軽に相談できる

人材、外国人と地域の人たちとの関係をスム

ーズに取り合う、そういう人材の設定、私は

その人材の方がその中に入るということが、

とても、地域住民の方と外国人の方々の間を

うまくつないでいってくださるように思うん

ですけれども、そういう人材の配置、設置な

どは本町ではお考えでしょうか。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 外国人の方が気軽

に日頃の困り事などを相談できる人材の配置

ということでございますが、今のところ本町

では、そういった人材の配置というものは行

っておりません。 

   ただ、特に町内で多いのが外国人の技能実

習生の方ということで、そういった方々はそ

れぞれの企業で担当の方がおられまして、そ

ういった方に日頃の困り事などを相談してい

るということをお聞きしております。 

   そういったところを通じまして、町で様々

な困り事の声がありましたら、そういったと

ころに相談に乗っていきたいと、今のところ

は考えております。 

○丹野貞子議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） やはり企業側でそうい

う人材を配置してくださるのはとてもいいこ

とだと思いまして、どこでも、やはり気軽に

相談できる相手、同じベトナムの方が同じと

ころに住んでいらしても、やはりベトナムも

大きいですので、地域によって様々な人たち

が集まって企業に入られていると聞きました

ので、外国人の中だけでもいろいろ問題が多

くあるということも聞いておりますので、や

はりその辺は企業と町がタイアップして、そ

ういう相談事に乗ってあげて、何か問題はな

いかみたいな、気軽に声がかけられるような

雰囲気づくりを持っていきたいなと。やはり、

そういうことを率先してできる町にしていき

たいと私は思っております。 

   外国人を採用している企業の方々から課題

として挙げられているものは、地域住民との

交流促進を図ることと言われています。先ほ

ど町長が答弁の中でおっしゃられていました。 

   また、同じように経営陣の方から、行政に

対して求めている支援の中に、住居の支援、

日本語学習の機会提供、公共交通の改善が挙

げられていました。 

   これらの支援について、本町で今掲げてい

る支援策はどのようなものがあるか、お聞き

いたします。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 外国人の方、町長

答弁にもありましたように、町の様々なイベ

ントに自ら参加していただいているというよ

うな状況が今多くあります。昨年度もスポー

ツごみ拾いですとか、町のどんがまつりに参

加していただいたりとか、それぞれ自主的に

参加していただいているというような状況に

なっております。 

   そして先日、お試し住宅で行いましたお茶

会に参加された外国人の方にお話を、どうい

った交流の仕方を望んでいるのかということ

でお聞きしたところ、外国人の方々は、固定

したイベントというよりも、気軽に日本の方

とお話をして交流したりする場が欲しいんだ

というようなお声もございましたので、そう

いった外国人の方々が望む形、どういったら

こちらとしても提供できるかというところを

考えていきたいと思っています。 

○丹野貞子議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。あんまり、格式ばったイベントなども１
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つ２つはあってもいいでしょうけれども、や

はり気軽にいろんな集まりに自由に参加でき

る、そういう雰囲気を醸し出していく。そん

な地域での動きもあって、つくっていくべき

だなと、私もそう思います。 

   先ほど答弁の中に、山形県多文化共生推進

プランの重点プロジェクトの中で、学校にお

ける異文化理解や言語に係る教育など、多文

化共生の取組推進などを掲げておられました

が、本町では外国人の子供が入学されたとき、

その異文化、子供が持っている文化を学校全

体で活用するような取組などは考えておられ

るんでしょうか。教育長にお答え願いたいと

思います。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 外国人が、子供が学校に入っ

てくるといったときに、まずは教育委員会で

担当の方が面談をします。母国語が何である

か。そして、どれくらい日本が詳しいかと同

時に、やっぱりその国の文化についてとか、

日本の文化についてももちろん説明したりし

ます。そんな中で、やはり就学を希望したお

子様については、お互いが異文化を理解し合

うということが非常に大事だと思いますので、

それを、いわゆる教育活動の中でいかに使え

るか、その辺も配慮しながら、子供の教育に

当たっているところであります。 

○丹野貞子議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） やはりお子さんが学び

たいという気持ちが本当に強く、学校に入ら

れると思いますので、少しずつ皆さんとお互

いに共生できるような雰囲気づくりというの

がとても大切なことだなと。しっかりその辺

のところは、なので、河北町に来てよかった、

河北町の学校に入ってよかったと思われるよ

うな教育体制を整えていただければとてもあ

りがたいと思っております。 

   外国人を就労させる企業には様々な支援策

が掲げられると認識しています。私が調べた

資料では、外国人就労支援に関する具体的な

取組として、人材確保等支援助成金、これは

外国人労働者の就労環境整備に取り組む企業

を支援するもので、言語の違いや労働慣行の

理解不足から生じるトラブルを例に、安定し

た環境整備に役立てるとなっております。 

   また、外国人雇用管理アドバイザー制度、

これは企業の外国人雇用を無料でサポートす

る相談制度で、雇用管理とか、職場環境とか、

生活環境などについてのアドバイスをする、

そういうものを無料でサポートする相談シス

テムであると言われております。 

   企業に求められる外国人就労支援の取組と

して、企業が取り組むべき外国人就労の３つ

の観点は、言語・文化サポート、キャリア支

援、生活支援だと言われております。 

   それでは、本町で就労されている外国人の

方々の悩みなどについて、企業側との話合い

などはされているのでしょうか。お尋ねいた

します。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 お答えいたします。 

   まず、先ほど議員から話のありました言語

について、日本語のスクール的なものが町内

でできないものかというところでは、ご相談

があります。どういった形でできるのか、町

全体としてやる場合においては、企業として

のニーズがどれだけあるのかというところを、

現在のところ調整させていただいております。 

   この事業につきましては、企業側と商工会

と町と連携した形で、どういった形で、県の

助成もございますので、そういった観点を踏

まえて、現在検討しているところでございま

す。 

○丹野貞子議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。企業側でも、地域で生活する自治体でも、
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やはり生活支援が大きく取り上げられ、日本

語の教育というのがとても大事だということ

が言われております。これを何とか町として

も支援するような体制に持っていけるように、

企業側が今そのニーズ調査をなさっていると

いうことですので、その結果が出ましたら、

町としてもそういう体制をつくっていただけ

れば、まだまだこの町に外国人の方が住みや

すく生活できる環境がつくられるのではない

かと希望します。 

   常日頃から防災に関する情報を知っていた

だくため、ある自治体では防災ごっこなどと

いう小さな企画をして、ハザードマップの理

解や、災害時に必要なことを知らせるパンフ

レット等の配布などをしていると私は調べま

したけれども、本町ではそのような企画はお

考えでしょうか。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 お答えいたします。 

   外国人に対しての防災教育、学習の対応と

いうところになろうかと思いますけれども、

そちらにつきましては現実的になかなかでき

ていないという部分があろうかと思います。 

   そういったところで、町として災害時等の

情報伝達というところで課題があるのかなと

思っております。そちらを解消するにはどう

いったことができるのかというところでは、

町で外国人の方々に直接案内して、そういっ

たところをつくるというところはなかなか難

しいというところがありますので、まずは外

国人を雇用している企業側の担当者などと意

見交換等をしながら、どういった形で、そう

いった防災に関する学習、訓練等ができるか

も含めて、今後検討していければと考えてお

ります。 

○丹野貞子議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。本当にこれも大きな問題で、私は、やは

り誰一人残さない、そういう防災対策という

ものはとても必要だと思っておりますので、

どうぞ企業の方とご一緒に計画を進めていた

だきたいと強く思います。 

   在留外国人と地域の住民との交流を進める

施策として、私は国際交流機関の活用が考え

られると思います。現在、実施されている活

動はどのようなものがあるのか、お尋ねいた

します。 

○丹野貞子議長 「日下部くらし応援課長」 

○日下部敦子くらし応援課長 町の国際交流協会

の事業としてどのようなものを行っているか

ということでございますが、河北町の国際交

流協会につきましては平成８年度に設立され

ておりまして、これまで30年近くたっており

ます。 

   設立当初につきましては、どちらかという

と外国人との交流ということで、まさに国際

交流という、文字どおりの交流をされていた

ということなんですが、やはり現在、多文化

共生とか異文化、そういったものに触れなが

ら多様性を受け入れられる心を育む、子供を

中心の事業にシフトしてきております。 

   そういったところで、現在は子供中心のイ

ベントということで行っております。例えば、

キッズクラブなど年３回実施しておりますし、

それからミニミニ世界体験ということで、こ

ちらは主に外国の料理を作りながら、外国文

化を学ぶというような活動になっております。 

   そのほか様々な活動がございますが、途中

コロナ禍で活動休止を余儀なくされたものも

ございますが、様々、異文化、多文化を理解

するような活動をしている状況になっており

ます。 

○丹野貞子議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ありがとうございまし

た。国際交流機関といいましても、やはり小

さな子供たちがいろんな、そういう国際的な
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ものに触れるということが、最初はそういう

ことが主になったのではないかなと思ってお

りますけれども、やはり現在は、そういう様々

な外国人の方が河北町に入られておりますの

で、その方たちも参加しやすい、そういう企

画をこれからは進めていっていただければい

いなと私は思っております。 

   やはり、いろんなものもたくさんあっても、

声をかけても参加しないという人も多分多い

と思いますけれども、少ない人数から少しず

つ輪を広げていくような、そういう活動も、

この町は必要ではないかと思いますので、ぜ

ひそういう企画も考えていってくだされば、

とてもありがたいと思っております。 

   地域住民との交流には、昨年度はどんがま

つりのちょうちん屋台に町内で働く外国人の

参加があったと私も聞いております。私も実

際に拝見しました。美しい浴衣姿をされて、

とても楽しく、ちょうちん屋台を引いていた

なと今思っておりますけれども、私はこうい

う地域のお祭り参加もそうですが、地域の人

たちと交流するというときには、やはりスポ

ーツ大会などへの参加、例えば、このたびあ

りました輪投げ大会とかダーツ大会とか、そ

ういう大会にもぜひ参加を促して、地域の方

と交流を図る。そんな企画があってもいいな

と思っております。 

   今年は、どんがまつりのちょうちん屋台に

は、その輪をもっと多くしていくというお考

えはあるんでしょうか。ちょっとお聞きいた

します。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 お答えいたします。 

   町長答弁にも、昨年度の谷地どんがまつり

に１企業様よりちょうちん屋台の協力という

ことで大勢の方に参加いただきまして、祭り

に花を添えていただいたということでござい

ます。 

   現在、どんがまつりに関しまして、観光協

会が中心となりまして、検討部会を立ち上げ

ております。その中でも、大きな課題となっ

ていることが、ちょうちん屋台は昨年出して

いただきましたけれども、町内会の屋台の人

員不足ということが大きな課題となっており

ます。 

   我々といたしましても、昨年度、ちょうち

ん屋台に参加いただきましたけれども、今年

度は受皿の問題もございます。町内会の事情

もございます。各町内会の屋台にもボランテ

ィアとして参加できないものかということで、

今、部会の中で議論させていただいていると

ころでございます。 

○丹野貞子議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 私は、そんなふうにな

るのは本当にすばらしいことだと思いますね。

まさに地域住民の方々と一緒になって、一つ

のものをつくり上げていく。そんなすばらし

い企画が本当に生まれてくれば、私は本当に

すばらしいことだと思っています。ぜひそう

なるように頑張っていただければなと思って

おります。 

   先日の山形新聞で、山形県の人口が100万人

を割り込んだという報道がされました。 

   これから人口増を図るには、外国人の方々

の増加が大きく考えられます。就業はもちろ

んですけれども、移住などで山形県に入って

こられることも、これから考えられると思い

ます。 

   私は先日、ある自治体の会社に就業された

外国人の方のお話を聞くことができました。

その方は中国人の方で、入った会社がとても

気に入った。また就業の機会を得たときは、

この会社にまた入りたい。そのときは、もっ

と日本語を勉強して、今度来るときは家族も

一緒に連れていきたいということでございま

した。 
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   私は、こういう形の移住が図られることは、

とてもすばらしいことだと考えております。

ぜひ河北町でも、こういう方が１人でも２人

でも増えることを願っております。 

   外国人の方々が一日も早く地域になじんで、

地域の方々と仲よく共生できる日を祈って、

質問を終わります。ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で12番細矢誓子議員の一般

質問を終わります。 

   ここで10時まで休憩とします。 

     休 憩  午前９時４７分 

     再 開  午前９時５９分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、８番安達智勇議員の一般質問を行い

ます。 

   「８番安達智勇議員」 

○８番（安達智勇議員） では、一般質問をさせ

ていただきます。 

   2025年度から始まった帯状疱疹ワクチンの

定期接種の流れ、また任意接種への助成につ

いてお伺いいたします。 

   帯状疱疹ワクチンについては、令和６年６

月定例会でも質問させていただきましたが、

さらなる必要性があると考え、再び質問させ

ていただきます。 

   また、帯状疱疹の説明も繰り返しとなって

おりますが、重要性をご理解いただく上で必

要なこととなりますので、あえて質問させて

いただきます。 

   帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで

起こる皮膚の病気です。初めて感染したとき

は、水ぼうそうとして発症し、治った後もウ

イルスは体内に残ります。ふだんは免疫によ

って抑えられているため、症状は現れません

が、加齢や疲労、ストレスなどで免疫機能が

弱まるとウイルスが活性化して帯状疱疹を発

症することがあります。働き盛りの50代から

発症率が高くなり、80歳までに約３人に１人

が発症すると言われています。 

   症状には個人差がありますが、皮膚の痛み

や違和感、かゆみから始まり、続けて皮膚症

状が現れると、ぴりぴり、ちくちくと刺すよ

うな痛みとなり、水膨れを伴う赤い発疹が多

く集まり、帯状に現れます。症状は体の左右

のどちらかの神経に沿って現れるのが特徴で、

上半身に発症することが多く、顔面や頭部に

症状が出ることも少なくないと言われていま

す。痛みは次第に強くなっていき、眠れない

など日常生活に支障を来すこともあります。 

   皮膚症状が治癒した後も痛みが続くことが

あり、帯状疱疹の後に一定の頻度で帯状疱疹

後神経痛、ＰＨＮと呼ばれる合併症が後遺症

として残ると言われています。その痛みは、

電気が走るような痛み、焼けるような痛みと

表現され、こちらも日常生活に大きく支障を

来すと思われます。 

   帯状疱疹ワクチンは、平成28年３月に、厚

生労働省により水痘及び50歳以上の者に対す

る帯状疱疹の予防として効能、効果が追加さ

れました。帯状疱疹の予防接種は発症を完全

に防ぐものではありませんが、発症したとし

ても比較的軽症で済み、後遺症の予防につな

がるとされています。 

   ワクチンには、生ワクチンと、2020年に接

種可能となった不活化ワクチン、現在では組

換えワクチンといいますが、その２つがあり、

組換えワクチンの予防効果は、50歳以上では

97.2％、70歳以上では89.9％と報告されてお

ります。年齢を問わず高い効果が期待できる

と同時に、生ワクチンだと接種できない免疫

が低下した方々にも接種ができ、２種類のワ

クチンがあることで、より多くの方々が恩恵

にあずかれることができます。 

   いずれも任意接種の場合は、生ワクチンが

１回１万円程度、組換えワクチンは１回２万

2,000円を２回、約４万4,000円と接種するた
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めに高額な費用が必要となります。 

   平成25年度に公布されました、持続可能な

社会保障制度の確立を図るための改革の推進

に関する法律の第４条３項の冒頭で、健康の

維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極

的に促進するとあります。病を患ってから治

療するという後手に回った対応ではなく、病

を予防する、未然に防ぐということが必要で

はないでしょうか。 

   令和７年度より、65歳の方などへ帯状疱疹

ワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく

定期接種の対象となりました。これは大変喜

ばしいことであり、健康福祉の大きな推進と

言えると思います。 

   しかし、定期接種対象者には条件がありま

す。65歳を迎える方、60歳から64歳でヒト免

疫不全ウイルス、ＨＩＶによる免疫機能に障

害があり、日常生活がほとんど不可能な方、

2025年度から2029年度までの５年間の経過措

置として、その年度内に、70歳、75歳、80歳、

85歳、90歳、95歳、100歳以上となる方という

条件となっております。 

   加齢などの理由によって発症リスクが高ま

り、長期にわたる激痛をもたらす可能性があ

る帯状疱疹を予防することは、高齢の方々が

長く健康でいられる社会を目指す上でも意義

があると私は考えております。 

   本町では令和７年度より、先ほど紹介した

定期接種対象者に対する公費助成に取り組ん

でおり、その点において高く評価しているこ

とであります。しかし、定期接種の対象外の

方でも任意で予防接種ができるにもかかわら

ず、助成がないことから接種を控える人が多

くいるのではないかなど、幾つか懸念してい

ることがあります。 

   そこで、質問させていただきます。 

   質問要旨１、本町における帯状疱疹ワクチ

ンの定期予防接種の対象者、接種回数、個人

負担金など、助成の流れについて伺います。 

   また、帯状疱疹ワクチンの効果と今後の課

題について伺います。 

   質問要旨２、帯状疱疹を発症した際、早期

に治療を開始することで、痛みの緩和や後遺

症を防ぐことができると言われています。早

期発見、早期治療を促す啓発ポスターの掲示

など、さらなる周知について伺います。 

   質問要旨３、50歳以降の帯状疱疹の感染予

防と重症化を防ぎ、健康を維持するために、

帯状疱疹予防接種（任意接種）の費用の一部

助成の考えについて伺います。 

   以上よろしくお願いします。 

○丹野貞子議長 ８番安達智勇議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ８番安達智勇議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、2025年度から始まった帯状疱疹ワ

クチンの定期接種の流れ、任意接種への助成

についてお答えいたします。 

   まず、１点目の帯状疱疹ワクチンの定期予

防接種の対象者、接種回数、個人負担金など

の助成の流れについて、帯状疱疹ワクチンの

効果と今後の課題について申し上げます。 

   帯状疱疹ワクチンの定期予防接種の対象者

につきましては、年度内に65歳を迎える方、

60から64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免

疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど

不可能な方と厚生労働省で定めております。 

   なお、経過措置として令和７年度からの５

か年間、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95

歳、100歳になる方、また令和７年度のみ100

歳以上になる方が対象となります。 

   本町における令和７年度の対象者数でござ

いますが、全体で1,445名になります。今年度

の対象者です。 

   内訳でございますが、65歳が236名、70歳が
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283名、75歳が332名、80歳が159名、85歳が157

名、90歳が152名、95歳が81名、100歳が15名、

100歳以上が30名となります。 

   今申し上げました、これらの方に対しまし

て、４月10日付で帯状疱疹予防接種のご案内

を通知したところでございます。 

   ワクチンの接種回数でございますが、ワク

チンの種類により異なりますが、生ワクチン

の場合は接種回数が１回で4,400円の助成、組

換えワクチンの場合は接種回数が２回になり

ますが、助成は１回当たり１万1,000円、２回

で合計２万2,000円となり、町では接種費用の

約半額を助成するという考え方でございます。 

   町と実施医療機関が委託契約を締結してお

ります。接種を受ける際には、医療機関に直

接、予防接種の予約をしていただき、接種後

にワクチンの接種費用から助成額を除いた金

額を払っていただく、こういった形になりま

す。 

   ワクチンの予防効果でございますが、ワク

チンの種類によって異なりますが、生ワクチ

ンについては、接種後５年で４割程度の予防

効果、組換えワクチンについては、接種後10

年で７割程度の予防効果があると報告されて

おり、発症、重症化の防止、合併症の一つで

ある帯状疱疹後神経痛に対する予防効果があ

ると言われております。 

   ２点目の、帯状疱疹の早期発見、早期治療

を促す啓発ポスターの掲示など、さらなる周

知について申し上げます。 

   帯状疱疹の情報については、接種対象者へ

の、先ほど申しました個別通知、さらには町

民の方への啓発として、広報、ホームページ

で、対象者、接種期間、ワクチンの種類、助

成額、効果、安全性、接種の受け方などを掲

載しております。 

   また、町ではチラシを作成いたしまして、

医療機関にも周知しているところであります。 

   帯状疱疹については、急性期の痛みだけで

はなく、長期に痛みが持続する帯状疱疹後神

経痛に移行する場合もあることから、予防と

して日頃の体調管理が重要となってまいりま

す。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適

度な運動など、できるだけ健康的な日常を保

つことでストレスを減らし、免疫力を低下さ

せないよう、各種教室や相談等の機会を利用

しながら周知しているところであります。 

   また、帯状疱疹の予防接種については、感

染力や重篤性が大きいことから、集団予防が

重点で接種が努力義務のＡ類疾病と、個人予

防が重点で努力義務がないＢ類疾病に分類さ

れております。 

   帯状疱疹については、Ｂ類疾病であります。

個人の意向により接種するものになりますの

で、町として、先ほどまで申し上げました周

知に努めているところですけれども、さらな

る周知ということでは、今のところ考えてい

るものはございません。 

   ３点目の、帯状疱疹予防接種の任意接種費

用の一部助成の考えについて申し上げます。 

   帯状疱疹は加齢などによる免疫力の低下が

発症の原因とされており、70歳頃をピークと

して発症いたします。 

   また、帯状疱疹の代表的な合併症、神経障

害性疼痛の発症率においても、年齢とともに

増加する傾向が示されております。 

   このようなことから、国ではワクチンの有

効性の持続期間、重症化予防などを考慮し、

令和７年度から、65歳からの定期予防接種と

位置づけられております。 

   これを受けまして、村山管内で一部任意接

種の助成を実施していた自治体もございまし

たが、助成を中止して、令和７年度からは村

山管内の多くがＢ類疾病の定期予防接種に至

っているところであります。 

   Ｂ類疾病の定期接種は、個人の発症または
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重症化を防止し、併せて蔓延防止に資するこ

とを目的とされ、接種の努力義務はなく、接

種勧奨の必要なしとされております。 

   このようなことから、対象者の方にはご案

内を通して、帯状疱疹やワクチンの効果、安

全性などについて情報提供を行い、あくまで

も個人の判断において接種をお願いしている

ところであります。 

   以上お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「８番安達智勇議員」 

○８番（安達智勇議員） ご答弁ありがとうござ

いました。 

   帯状疱疹について、再度確認させていただ

きますが、帯状疱疹は水ぼうそうにかかった

ときに潜伏したウイルスが活性化することに

よって起こるものなので、水ぼうそうを罹患

しなかった方は、帯状疱疹を罹患する心配は

ありません。しかし、水ぼうそうは、罹患し

ても自覚がない方もいますので、日本人の成

人の９割は帯状疱疹の原因となるウイルスを

持っていると言われています。 

   私の知り合いにも、帯状疱疹で非常につら

い思いをされた方が複数います。夜も眠れな

いような痛みに苦しまれ、今もなお後遺症状

が残っている方もいます。 

   なぜ最近、帯状疱疹の発症が増加したのか。

帯状疱疹大規模疫学調査、宮崎スタディによ

りますと、2014年から１、２歳児を対象にし

た水痘ワクチンの定期接種が始まりました。

その結果、水ぼうそうにかかる子供が激減し

ました。これまで大人は、水ぼうそうの子供

と接することで、水痘、帯状疱疹ウイルスに

対する免疫が増強するブースター効果で帯状

疱疹にかかりにくくなってきました。 

   ブースター効果とは、一度獲得した免疫機

能が、同じ抗原が再度侵入することで、さら

に強力になることをいいます。 

   定期接種により水ぼうそうにかかる子供が

激減した結果、これまでブースター効果が得

やすかった20代から40代の子育て世代に帯状

疱疹が増えたと考えられます。 

   これは、奈良県立医科大学の浅田秀夫教授

の「帯状疱疹、子育て世代で急増する意外な

背景」を参考にさせていただきました。 

   予防としましては、できるだけ健康的な生

活習慣を保つことが大切です。食事のバラン

スに気をつけ、適度な運動と十分な睡眠を心

がけ、さらに50歳以上の方についてはワクチ

ンを接種することで、発症予防、重症化予防

が期待できます。 

   町民の皆さんにつらい思いをさせないため

にも、帯状疱疹については早期発見に関する

情報を発信し、症状が疑われれば早期に通院

することを促し、予防のためのワクチンの推

奨を周知するべきと考えます。 

   そこで、課題の一つとして、先ほど申した

ように、ワクチンの接種にはビケンという生

ワクチンと、シングリックスという不活化ワ

クチンの２種類があります。多くの町民の方

は、どちらを受ければいいか迷われていると

思います。いわゆるワクチンの選択肢の明確

化が重要です。そのための情報提供は、どの

ように対応しているのかお伺いします。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 それでは、１点目という

か、最初の質問になりますが、帯状疱疹ワク

チンの種類の情報提供についてということで

ございますので、それに関しまして申し上げ

ます。 

   帯状疱疹ワクチンについては、生ワクチン

と組換えワクチンの２種類がございます。接

種回数や接種方法、あと接種スケジュール、

接種条件、効果、持続期間、副反応などの特

徴が異なっておりますが、いずれのワクチン
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も、帯状疱疹やその他の合併症に対する予防

効果が認められているところであります。 

   帯状疱疹ワクチンの情報提供につきまして

は、実施医療機関と委託契約を締結し、情報

共有に努めながら、また接種対象者への個別

通知、あと方法、ホームページの中で、ワク

チンの特徴、予防効果などを説明しながら行

っていきたいということです。 

   町では引き続き町民の方々に対し、帯状疱

疹ワクチンの情報提供に努めてまいります。 

   以上でございます。 

○丹野貞子議長 「８番安達智勇議員」 

○８番（安達智勇議員） ありがとうございます。 

   先進の自治体の事例をお聞きすると、ワク

チンの担当の係に相談する方が多いとお伺い

しています。これからちょっと相談が多くな

るかもしれませんが、担当の方にはご苦労を

かけますが、よろしくお願いします。 

   課題の２つ目として、シングリックス、不

活化ワクチンでは、副作用としての疼痛が

78％と高い確率で出現すると報告されていま

す。 

   ワクチン接種後の副反応について、適切な

フォローアップ体制の整備が必要だと思われ

ます。特に、高齢者では副反応の影響が大き

くなる可能性があるため、医療機関との連携

が重要になります。その点の医療機関との連

携についてお伺いします。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 ２つ目の、帯状疱疹ワク

チン接種後の副反応に対する医療機関との連

携というお尋ねでございましたので、申し上

げます。 

   帯状疱疹ワクチン接種後の副反応につきま

しては、頻度は分かっておらないんですが、

生ワクチンについては、アナフィラキシーシ

ョック、あと血小板減少性紫斑病、無菌性髄

膜炎、一方、組換えワクチンにつきましては、

ショック、アナフィラキシーがまれにですけ

れども見られるとされております。 

   予防接種は、感染症を予防するために大変

重要なものになっております。極めてまれで

はありますが、健康被害が起こり得ることも

確認はされております。予防接種による健康

被害が万が一発生した場合には、法律に基づ

いた国の救済制度というものも設けられてお

ります。医療機関からの情報提供を基に、県、

医療機関と連携しながら、そういった場合に

は救済に向けて進めていかなければなりませ

ん。 

   町では引き続き医療機関への情報提供、あ

と情報共有を行いながら進めてまいりたいと

考えております。 

   以上でございます。 

○丹野貞子議長 「８番安達智勇議員」 

○８番（安達智勇議員） ありがとうございます。 

   改めてなんですが、質問要旨の２つ目の周

知についてですが、本町においては町報など

で周知を行っておりますが、公費助成導入自

治体の初年度の接種率は、接種対象人口の３

から５％と聞いています。 

   埼玉県さいたま市では、早期発見、早期治

療を促す啓発ポスターを掲示して、市民に広

報、啓発をしています。実施しているさいた

ま市に電話でお聞きしたところ、ポスター掲

示後は担当課に帯状疱疹に関する問合せがあ

るなど、早期治療に対して関心が高まり、効

果があったと聞いています。 

   先ほどの答弁で、各種教室や相談などの機

会を利用しながら周知しているとのことです

が、具体的な周知の状況を教えていただけま

すか。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 健康教室等での機会があ

った場合には、なるべく今回の定期接種化さ

れた帯状疱疹ワクチンについての内容を理解
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していただくということを念頭に、説明など

を行っているところではございますが、やは

りＢ類疾病ということが、まず根本的なとこ

ろがございますので、基本的にＢ類疾病は予

防接種の趣旨を踏まえて、積極的な接種勧奨

にはならないようにというお達しがございま

すので、その辺のバランスも取りながら進め

ていかなければならないのかなと思います。 

○丹野貞子議長 「８番安達智勇議員」 

○８番（安達智勇議員） ありがとうございます。

ぜひ多くの町民の皆様の目に触れるような対

策が必要だと思われますので、効果的な対応

をよろしくお願いします。 

   最後に、質問要旨の３に移りますが、働き

盛りで社会的にも重要な役割を果たしている

50歳から65歳の年齢の方、この年齢は比較的

に行政サービスが少ないからこそ、任意接種

は有益な政策になると考えます。 

   また、国の定期接種から年齢で外れてしま

った65歳以上の方々への任意接種の助成も必

要不可欠だと考えます。 

   まずは、ワクチンがあることを知ってもら

う。さらに、任意接種の助成を行うことで、

予防接種の方を増やすことが大切です。 

   健康づくり推進都市を宣言した本町におい

ても、ぜひ実施すべきだと考えますが、町長

のご意見をいただけませんでしょうか。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 帯状疱疹の早期発見、早

期治療を促す啓発についてということでござ

いますので、繰り返す部分になりますが、帯

状疱疹については、予防としては日頃の体調

管理が非常に重要となってまいります。やっ

ぱり日頃からバランスの取れた食事、あと十

分な睡眠、適度な運動など、できるだけ健康

的な生活習慣を保つことが非常に大切であり

ます。 

   また、ストレスを減らし、免疫力を低下さ

せないということが非常に必要になってきま

す。 

   そういったことを踏まえて、あと50歳から

65歳、65歳以上の方々への帯状疱疹ワクチン

の任意接種についてでございますが、帯状疱

疹ワクチンの定期接種の対象年齢については、

帯状疱疹の罹患者数が70歳台にピークを迎え

るということの実例、あとワクチンの有効性

などを考慮して、国では65歳という接種のス

タートの年齢といいますか、そういったこと

を定めている、定期接種化しているというこ

とです。 

   帯状疱疹の予防接種については、あくまで

も個人予防が重点でございます。努力義務が

ないＢ型疾病ということに分類されておりま

すので、個人の意向により接種するものにな

ります。 

   町としては、対象者の方へのご案内を通じ

て、帯状疱疹ワクチンやワクチンの効果、あ

と安全性などの情報提供を引き続き行いまし

て、個人の判断においての接種をお願いして

まいりたいと思います。 

   以上、説明申し上げます。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 昨年、安達議員から帯状疱疹の

ご質問を頂戴し、私事にはなりますけれども、

妻の祖父が90歳を超える高齢まで長生きした

んですが、最後、帯状疱疹で非常に苦しんだ

姿を見ておりました。そういった記憶を思い

出しながら、帯状疱疹の問題について、安達

議員の質疑を受けたところです。 

   そして、そういう中で、国で定期接種と、

帯状疱疹について大きな動きが出てきたとい

うようなことで、まずは、るるご答弁、あと

担当課長からも申し上げましたけれども、や

はり帯状疱疹、非常に高齢者にとって、つら

い病気だと。この定期接種化を機に、帯状疱

疹に対する理解、そして予防、体力づくり、
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そして接種への、ワクチンへの正しい理解、

そういったことをしっかり進めていくことが、

まずは大事かなと。 

   単に定期接種になったということだけでな

く、定期接種を機に、大きく一歩踏み出した

わけですので、そこを大切にしながら、しっ

かり町としても進めてまいりたいと思います。 

   非常に長寿社会です。やはり健康でいかに

長生きするかということは大きな課題ですの

で、そういう中で帯状疱疹についてもしっか

り本町での取組が進められればと思います。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「８番安達智勇議員」 

○８番（安達智勇議員） ありがとうございまし

た。ぜひ円滑な帯状疱疹ワクチン接種を希望

して、私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○丹野貞子議長 以上で８番安達智勇議員の一般

質問を終わります。 

   ここで10時45分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１０時３０分 

     再 開  午前１０時４３分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、６番木村章一議員の一般質問を行い

ます。 

   「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 一般質問を行います。 

   質問の第１であります。第８次河北町総合

計画後期基本計画のための町民アンケートに

よれば、小中一貫校や小学校の１校統合が町

民の願いではありません。特に、求められて

いるのは、魅力ある働く場所や交通アクセス、

地域の公共交通の確保などであり、その実現

に全力を注ぐべきではないかということにつ

いてであります。 

   質問要旨１は、第８次河北町総合計画の後

期基本計画のためのまちづくり町民アンケー

トによれば、小中一貫校や小学校の１校統合

などを町民は求めていないのではないかと思

われます。いかがでしょうか。 

   質問要旨の２であります。まちづくり町民

アンケートによれば、町民要求の第１は、魅

力ある働く場所の確保や職場づくりでありま

す。町民要求の第２は、交通アクセス、地域

の公共交通の確保であります。 

   これらの課題は、以前から強く求められ続

けてきました。しかし、町民が納得できるよ

うに実現できていないものであります。ここ

が、まさに河北町のまちづくりの肝ではない

でしょうか。そのために、河北町の全力を挙

げ、創意工夫もして取り組むべきことではな

いでしょうか。 

   質問要旨の３であります。在り方検討委員

会が地域で町民の意見を聞いたときやパブリ

ックコメントでも、小中一貫校や小学校の１

校統合は少数意見でありました。 

   小学校、中学校の在り方については、全町

民アンケートで意見を聞いてから方向を定め

るべきではないでしょうか。答弁を求めます。 

   次は、質問の第２であります。水害防止の

対策が遅れている溝延地区の輪中堤からの排

水、田井地区の内水対策、荒小屋地区の排水

ポンプ場の能力向上などについて、調査と対

策を急ぐべきことについてであります。 

   質問要旨の１であります。溝延地区の輪中

堤の内水として、溝延地区の西側に広がる田

んぼと、溝延集落に降る雨水が流れ込む柏川

の最大流下水量は、昭和63年の柏川の水路設

計で１分当たり195トンとされています。可搬

ポンプで排出するには相当に多い流水量であ

ります。 

   現時点の想定で、どこにどのような排水ピ

ットと排水ポンプ、そして排水ポンプの搬入

路などを準備すべきか、早急に調査と対策を

進めるべきではないでしょうか。 

   質問要旨の２であります。田井地区では
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2020年７月豪雨の際の水位に対応できる想定

で、槇川の管理道路の設計が進められようと

しております。それが進んだとしても、田井

地区の集落内にたまる内水対策として、田井

地区の低いところに搬入して使える可搬の排

水ポンプを町として準備すべきではないでし

ょうか。 

   質問要旨の３であります。2020年７月豪雨

の際に、荒小屋地区は白水川の堤防から水が

漏れ出てくる問題が明らかになりました。ま

た、白水川の水位が上がったため、荒小屋排

水機場の排水管路にある吐出水槽の上部から

水があふれ出し、そのため荒小屋排水機場の

排水ポンプは運転停止に追い込まれました。 

   白水川堤防は補強され、高い水位まで対応

できるようになっていましたが、荒小屋排水

機場の能力アップがなされていなかったため

であります。 

   このとき、荒小屋地区はほぼ全戸が２階の

床を超えるほどの浸水が心配されました。と

ころが浸水被害は、まだ堤防補強が進んでい

なかった白水川の1.5キロから２キロメート

ルほどの上流部、東根市松沢地区で左右両岸

への溢水と、さらに右岸の破堤がありました。 

   結果として、白水川の水位が下がり、荒小

屋排水機場は床まで浸水していましたが、そ

ばで待機していた運転者たちの対応で排水ポ

ンプの運転を再開でき、結果として荒小屋地

区は一部の床下浸水と田畑の冠水となりまし

た。 

   この４年間で白水川の堤防漏水の対策は県

によって進められました。しかし、荒小屋排

水機場の吐出水槽が、せっかく補強され、高

い水位まで対応できるようになった、白水川

堤防に対応できる改良はなされてきませんで

した。吐出水槽を2.5メートルほどかさ上げし

て、排水機場の能力を向上させるべきではな

いでしょうか。 

   以上、町長の答弁を求めます。 

○丹野貞子議長 ６番木村章一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ６番木村章一議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、第８次河北町総合計画後期基本計

画のための町民アンケートによれば、小中一

貫校や小学校の１校統合が町民の願いではな

く、特に求められているのは、魅力ある働く

場所や交通アクセス、公共交通の確保などで

あり、その実現に全力を注ぐべきではないか、

この点についてお答えいたします。 

   まず１点目の、第８次河北町総合計画後期

基本計画のための町民アンケートによれば、

小中一貫校や小学校の１校統合を町民は求め

ていないのではないかについて申し上げます。 

   まちづくり町民アンケートにつきましては、

昨年の12月、16歳以上の町民の方2,000人を対

象といたしまして、後期基本計画の策定に向

けて、町民のまちづくりのニーズを把握する

ため実施されたものであります。 

   アンケート結果からの分析といたしまして

は、教育環境についての回答を抜粋いたしま

すと、「河北町の住みよいと感じる点」として、

「教育・文化環境」と回答した割合が9.3％と

なっておりました。 

   一方、改善してほしい点として、「教育・文

化環境」を掲げた割合が全体では17.8％で、

これは若年層ほど割合が高くなっております。 

   人口減少対策のために必要なものとしては、

「子育てや教育環境の充実」と回答した割合

が、「魅力ある働く場所の確保」に続いて高く

なっており、また若者が定住するために、「子

育てや教育環境の充実」が必要だと回答した

割合が、子育て世帯においては最も高く、若

い世代ほど「学校施設・設備の充実」が必要

と考える割合が高いという結果となっており
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ます。 

   これらの結果を見ますと、議員ご指摘のと

おり、魅力ある働く場所や交通アクセス、公

共交通の確保などが挙げられていることは確

かでございますが、アンケートにおいて、学

校統合に関する直接的な設問や選択肢がなく、

明確な分析はいたしかねますが、むしろ先ほ

ど申し上げましたように、子育てと並んで教

育環境について、現状への課題意識をお持ち

の若い世代の方々が少なからずおられると受

け止めております。 

   ２点目の、町民から強く求められている魅

力ある働く場所、交通アクセス、地域の公共

交通確保の実現のため、創意工夫をしながら

全力で取り組むべきではないかについて申し

上げます。 

   これまでの町としまして、雇用創出の取組

でございますが、谷地工業団地、花ノ木工業

団地の２つの工業団地の開発分譲が挙げられ

ますが、谷地工業団地につきましては、昭和

51年に分譲が開始され、現在は製造業、運輸

業、倉庫業を中心とした企業が操業しており

ます。現時点での分譲率は100％となっており

ます。 

   花ノ木工業団地につきましては、令和７年

に分譲が開始され、現在は製造業、運輸業、

倉庫業の企業が操業しており、現時点での分

譲率は88.53％となっております。 

   最近では、芝浦産業とダイソンステンレス

が立地いたしました。工業団地以外では、Ｉ

Ｔ関連企業のシフトプラスが2021年４月開業

以来、女性を中心として84名の新規雇用を行

っている状況です。 

   次に、町内企業に対する雇用創出の取組と

して、町民の方を正規社員として１年以上雇

用した場合に、１名につき10万円を交付する

補助金制度、新規学卒者の町民の方に対しま

して、町内企業に就職し６か月を経過した場

合に10万円を交付する補助金制度を設けてお

ります。 

   また、男性の家事、育児への参画促進のた

め、県が進めている「やまがたイクボス同盟」

に加盟している企業が、ワーク・ライフ・バ

ランスや女性の活躍推進に取り組む企業を応

援する「やまがたスマイル企業認定制度」の

認定を受けた場合、先ほど述べました町内企

業に対する補助金に令和６年度から加算金を

上乗せすることとしております。 

   次に、町内における創業支援事業といたし

まして、令和６年度から創業経費に対する補

助金に加え、融資金に対する利子補給を実施

し、町内で起業された方の安定した事業継続

につながる支援を行っており、これも雇用創

出につながるものと考えております。これま

で７件の事業採択を行ってまいりました。 

   以上が町として取り組んでいる雇用創出に

向けた主な内容であります。 

   続きまして、これからの雇用創出に向けた

取組についてお答えいたします。 

   これまでの雇用創出の取組といたしまして、

さきに述べましたように、まずは職場の確保

ということから、企業を誘致することが最重

要目標とされていたように思われます。 

   しかしながら、最近の雇用情勢を見ますと、

人口減少の影響による人材確保が深刻な状況

にあり、今後の取組を考える上では、現在、

町内企業において操業されている事業所の職

場としての魅力向上という観点が極めて重要

になってきていると思われます。 

   町内の企業からの声を伺いましても、人材

不足の影響を懸念しておられます。人材獲得

を取り巻く情勢や、国、県の取組に留意しな

がら、町としても魅力ある職場づくりに向け

た取組をどう支援していけるか検討していき

たいと考えております。 

   次に、公共交通に関することについて申し
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上げます。 

   本町は鉄道が通っていない地域であり、地

域住民の移動手段として、バスが必要不可欠

な公共交通機関となっておりますが、現在、

町営路線バスと山交バス、そして、べにのす

けタクシーが公共交通を担っております。 

   バスの運行につきましては、山交バス路線

の寒河江・谷地線に対し、国、県、さらには

町からの補助金が交付されており、運行路線

の維持に努めているところであります。 

   しかしながら、少子高齢化や人口減少に伴

う利用者の減少、さらに働き方改革などの影

響により、公共交通の担い手不足も顕在化し

ております。これまでと同様の運行を維持す

ることが難しい状況が進んでおります。 

   第８次河北町総合計画後期基本計画のため

のアンケートにおきましては、交通アクセス

や地域の公共交通の確保が最も重要な課題と

して、多くの町民から指摘いただいておりま

す。町としても重く受け止めて、現在取り組

んでいるところであります。 

   公共交通の維持には、経営面に加え、人材

確保の面でも、その維持が厳しさを増してい

る状況にございます。先ほど申し上げました

とおりであります。 

   これらの課題に対応するためには、公共交

通の維持、確保はもちろんのこと、利便性の

向上や地域公共交通の再構築、この再構築が、

自動車を運転できない高齢者や高校生の生活

基盤の確保、医療、教育環境の改善、ひいて

は定住環境の整備にとって極めて重要な課題

であると認識しております。 

   この重要な課題に対応するため、交通事業

者だけでなく、教育や福祉の関係者、利用者、

学識経験者など多方面の関係者の参画を得て、

地域公共交通活性化協議会を設立するととも

に、住民懇談会や地域公共交通協議会を通じ

て寄せられた多くのご意見を基に、地域公共

交通計画を策定してまいります。 

   また、国では中央省庁の職員が、自治体が

抱える課題解決に向けた様々な支援を行う地

域創生伴走支援制度を令和７年度、本年度に

創設いたしました。県内で唯一、河北町が選

出されました。この取組の中でも、地域公共

交通を大きな課題として、国の専門的な知見

と助言を得て、地域公共交通の再構築に取り

組んでまいります。 

   既存の公共交通の再編や多様な交通手段の

導入などを含めた地域公共交通の再構築を検

討、そして実施し、公共交通に関する課題に

対して、地域を挙げて注力することで、地域

の利便性の維持、向上が図られ、居住地とし

て選ばれる地域、魅力ある町となるよう取り

組んでまいります。 

   ３点目の、地域で町民の意見を聞いたとき

やパブリックコメントでも、小中一貫校や小

学校の１校統合は少数意見であった。小学校

の在り方は全町民アンケートで意見を聞いて

から方向を定めるべきではないかについて申

し上げます。 

   昨年度、教育委員会では「河北町立小学校

の整備に向けた基本方針（素案）」について、

各地区での説明会、幼稚園、認定こども園で

の保護者説明会、さらにはウェブでのアンケ

ートを行い、ご意見をいただいた上で、その

過程でいただいたご意見を反映した基本方針

案を策定し、その案についてパブリックコメ

ントを行った上で、昨年10月、基本方針とし

て策定しているものであります。 

   当事者である保護者から意見を聞くことが

最も重要ではないかとの意見を受け、基本方

針の素案の段階において、町内幼稚園、認定

こども園を訪問し、実際に小中学校に入学す

るお子さんをお持ちの保護者を対象に、基本

方針素案の説明を行ったものであります。 

   幼稚園、認定こども園での保護者説明会の
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折に実施したウェブでのアンケートでは123

名から回答をいただき、基本方針の素案につ

いて、「賛成」が46％、「どちらかといえば賛

成」が50％となりました。 

   アンケートの回答により、統合にはおおむ

ね賛成をいただいているものと認識しており

ますが、新しい学校での生活に対する不安は

必ずしもないというわけではないと捉えてお

ります。今後、新たな校舎での学校生活への

不安を取り除くことができるように、開校の

準備段階において、丁寧に整理、検討してい

く必要があると捉えております。 

   教育委員会では、今年１月に立ち上げた学

校整備委員会において話し合われた内容につ

きましても、教育委員会議でご報告し、さら

に議会のご意見もいただきながら、整備委員

会にフィードバックさせて、今年度末にかけ

て基本構想、基本計画をよりよい形で策定し

ていく方針であると認識しております。 

   学校整備委員会での話合いにおきましては、

基本方針における考え方に沿って、新たな学

校整備を進めていくという方向性でおおむね

ご了解をいただいていると承知しております。 

   町民の皆様には、ホームページ等での議論

の内容などを周知させていただき、地区説明

会を行い、その後、パブリックコメントで基

本構想、基本計画についてのご意見をいただ

く予定であります。 

   いずれにいたしましても、保護者や地域の

方々、学校関係者の皆様のご理解とご協力の

下、何よりも、これからの河北町を担う子供

たちにとっての最適な教育環境を構築するこ

とを先送りすることのないよう、令和13年度

の開校を目指して取り組んでまいります。 

   次に、溝延堤からの排水、田井の内水対策、

荒小屋の排水ポンプ場の能力向上などについ

て、調査と対策を急ぐべきではないかについ

てお答えいたします。 

   まず１点目、溝延地区の輪中堤の内水とし

て、柏川の最大流下水量は、昭和63年の水路

設計で毎分195トンと推定されている。現時点

の想定で、どこにどのような排水ピットと排

水ポンプ、そしてポンプの搬入路などを準備

すべきか、早急に調査と対策を進めるべきで

はないかについて申し上げます。 

   現在、溝延地区における最上川の堤防整備

事業は、国土交通省を事業主体として進めら

れております。令和８年度の本堤完成を目指

して工事が進行中でございます。この一環と

して、柏川の流末部における排水ピットも１

号樋門と合わせて令和８年度までに整備され

る予定となっております。 

   排水ピットの設計位置でございますが、柏

川が輪中堤を横断する１号樋門の上流側に計

画されており、樋門と接続する形で、既に国

より詳細設計が実施されております。ピット

の形状は、上幅約８メートル、下幅３メート

ル、延長約11メートルの長方形すり鉢状で、

湛水容量は約60立方メートルとされています。 

   また、排水ピットまでの搬入路については、

堤防側道と一体的に整備され、幅員幅ですけ

れども、3.5メートルを確保する計画でありま

す。こちらも令和８年度までに完成する見込

みです。 

   これまで柏川における浸水被害の軽減に向

けた検討については、最上川に新たに築堤が

整備されるまでの当面の浸水対策として、令

和５年度に溝延地区浸水対策基本調査を行っ

たところであります。この調査では、排水系

統の確認、分水検討、これは排水先を分散す

ることが可能かどうかという検討であります。

また、バックウオーターによる逆流を防止す

るため、町道溝延杉の下線の柏川上流部に水

門の設置や排水ポンプ車の配備による浸水被

害の軽減などが提案されております。 

   最上川築堤と柏川が接続される箇所に新た
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に整備される排水樋門の構造や排水ピットの

整備について、先ほど申し上げましたように、

具体的なものが示されました。この施設を活

用した排水対策を早急に検討する必要がある

と考えております。 

   排水樋門については、最上川の水位が上昇

すると、逆流を防ぐため閉鎖される構造とな

っております。令和２年７月の豪雨時の最上

川からの逆流が要因となって発生した内水氾

濫と違う状況が想定されます。したがいまし

て、柏川の内水氾濫条件を検証し、ハード、

ソフト対策の組合せによる内水浸水被害の軽

減に向けて、国土交通省からもご助言をいた

だくなどして、早急に検討し、取り組んでま

いります。 

   ２点目の、田井地区では2020年７月の豪雨

の水位に対応できる槇川の管理道路の設計が

進められようとしているが、それでもたまる

内水対策として、田井地区の低いところで使

える可搬の排水ポンプを町として準備すべき

ではないかについて申し上げます。 

   槇川の治水対策につきましては、令和６年

度から国、県、町が合同で勉強会を開催し、

関係者が連携して、有効な治水対策を検討し

てまいりました。 

   この中で、河川管理者である山形県の取組

として、槇川堤防からの溢水を防ぐため、管

理道路を現在の高さから最大1.5メートルか

さ上げする詳細設計を今年度から実施する予

定でございます。既に地域への説明も行って

いるところであります。また、管理道路のか

さ上げ工事につきましては、令和８年度の完

成を目指しております。これにより、槇川本

線の治水安全度は向上すると期待されており

ます。 

   しかし、周辺から槇川に流れる排水路に関

しては、槇川の増水時には逆流防止のために

ゲートが閉まりますので、その間は排水路側

に水がたまることになります。 

   このため、山形県では内水側の排水対策と

して、排水ピットの整備を複数箇所予定して

おります。今後、詳細調査や設計が行われる

予定と承知しております。 

   町におきましても、排水ピットで使用する

可搬式ポンプの運用の検討や田んぼダムの取

組を推進し、内水被害の防止のために、引き

続き国や県と連携し、実効ある対策に取り組

んでまいります。 

   ３点目の、2020年７月豪雨の際に、荒小屋

地区では排水ポンプ場の吐出水槽の上端から

から水があふれ出し、せっかく補強された白

水川堤防が無駄になる差し迫った状況であっ

た。吐出水槽を2.5メートルほどかさ上げすべ

きではないかについて申し上げます。 

   白水川の堤防強化対策につきましては、河

川管理者である山形県が令和３年度から調査

を開始し、令和７年度工事完了を目指して事

業を進めております。この事業の中には、ご

指摘の吐出水槽の改修も含まれております。

現状から1.6メートルのかさ上げが行われる

予定であります。改修後の吐出水槽の高さは、

白水川堤防の天端よりも約２センチ高く、ま

た最上川の計画高水位よりも約1.5メートル

高い位置に設定されております。 

   この改修により、令和２年７月豪雨時のよ

うな状況においても、水槽から越流リスクが

低減され、排水機能と周辺堤防の安全性は大

きく向上するものと認識しております。 

   以上お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 最初に、水害防止関連

のほうで質問します。 

   溝延地区の柏川の内水がどれだけの水量を

排水しなければいけないかということについ
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て、町ではどのように把握しておりますか。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 お答えします。 

   実際のところ、令和２年７月豪雨の際の数

値というものはつかんでおりませんし、これ

からやっぱりいろいろ調査等を行って把握し

ていきたいと考えているところでございます。 

○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 今、都市整備課長から

答弁がありましたが、その仕事は都市整備課

でやるのか、それとも、どちらなんですかね。 

   これまでも柏川の流れやすさとかというこ

とについて調査をしたといういきさつがあっ

たので、そのときに全体の水量なども把握し

て、それに対応する、内水被害を防ぐための

検討など、なっているのかなと思ったら、な

かなかそうでもないようで、その肝腎な対応

する水量、排出するポンプを、どれだけの能

力を持たせるのかというところが一番ポイン

トかなと思うんですが、それはまだ把握され

ていないという認識でよろしいんでしょうか。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 お答えいたします。 

   防災危機管理課で令和５年度に基本調査と

いうところをさせていただいた経過となって

おります。その中では、先ほど説明したとお

り、排水系統の確認、分水の系統、あとはバ

ックウオーターによる逆流の防止というとこ

ろでの安全対策を検討したというところにな

っておりまして、その中で、全体の排水量を

どのように見込んだかというところにつきま

しては、基本的に柏川の流域面積に対してど

れだけ水が集まるかというところの計算とい

いますか、条件整理はやってきたというとこ

ろは経過として残っております。 

   今回、議員から指摘されております、柏川

に排水される量で、毎分195トンというところ

は、あくまでも農地の排水エリアの数値とい

うことになっておりまして、それプラス、溝

延地区の住宅地の排水量というものはカウン

トされていない数量となっております。 

   前回、基本調査をした全体的な数量という

ところでは、ちょっと正確な数値はここで、

忘れましたので、記憶にある数字で言います

と、二百何トンという数値が出ていたかと記

憶しているところであります。 

○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 過日、押切地区の排水

ポンプ施設が完了して、試運転をすると。３

つの排水ポンプがあって、２つですかね、稼

働しましたが、１つが15トンというものが３

つで45トンということでしたが、大変な水量、

15トンですごい水量だったんですね。 

   ６月１日に槇川で、山形県がお持ちの排水

ポンプを手で持ち込んで、槇川の樋門を閉め

て、そこに投入して排水すると。これが１分

当たり５トンでしたけれども、それもなかな

かの水量、これを２つ一緒に駆動しましたが、

山形県ではそれを10基弱でしたかね、15基だ

ったかな、そのぐらいお持ちですが、今回は、

６月１日は２つだけということでしたけれど

も、それでもなかなかの水量ですが、１分当

たり、あれで５トンだと。 

   柏川では設計値としてなんですけれども、

最大値195トン。私はお聞きしたのは、寒河江

川土地改良区で、柏川の合流点での水量設計

が、その水量だと私はお聞きしたんですけれ

ど、もっと多いのか。そういう心配もあると

いう話ですけれども、そうとなると、桁が違

ったほどの量を排出しなければならないんだ

ろうかと。そうでもないのかもしれないんで

すが、その辺のところはやはり専門家の知見

も借りて、早急にどれだけの排水ポンプを準

備しなければいけないんだと。 

   ここは、県は排水ピットまでと聞いており

ますので、あとは町で持ち込むんだと思うん
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ですけれども、国交省が持っている１本当た

り５トンの排水能力のものを12個持っている

という、最大級の排水ポンプ車ですと、準備

される排水ピットが、もし来てくれたとして、

そこまで行くのになかなか、本当に排水ピッ

トまで排水ポンプ車を持っていけるのかと。

１分当たり、それでも60トンなんですが、そ

ういう心配もあるので、早急に検討して、こ

れぐらいのポンプが準備できれば、溝延地区

は内水から守られるというのを早急に研究し

て、どうやってそこに排水ポンプ車を持ち込

むかと。 

   輪中堤はずっと長いんですけれども、すぐ

そばに町道が走っているので、そこから、例

えば管理道路を堤防までつなぐ。町の仕事に

なるのかどうか分かりませんが、そういった

こともあり得るかもしれない。そういったこ

とも早急に検討して、準備をして、できるだ

け早く進めなければいけないのではないかと

思いますが、そういった認識をお持ちだとい

うことでよろしいんでしょうか。町長に聞き

たい。もういいのかな。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 このたび最上川の

築堤整備というところで、排水ピットを国で

設置していただけるという計画の中で、排水

ピットの大きさ、あと樋門の大きさについて

も、柏川に水が集まる流域の排水量というと

ころをしっかり計算した上で、このたび国で

設置していただいているというところを伺っ

ております。 

   そういったことですので、国でも内水対策

というところは、いろいろとご助言いただけ

るという部分があるかと思いますので、そう

いった内水を処理するために、どういった方

法、あとは先ほど議員から言われたとおり、

そこに行くためのアクセス通路、また固定式

の排水施設になるのかどうかも含めて、そう

いったところを早急に検討していきたいと考

えております。 

○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 場合によっては、柏川

の１分間195トンの流下水量というものは、柏

川の場合は、後で、堤防の中を走る新柏川と

いいますかね、そういったものも造って、そ

れの合流してから先が195トンなんですね。 

   集落の中に影響のある水路を通ってくると

ころもあって、ちょうど、私は面積を地図で

ざっくりと見ると、半々かなと。意外と集落

のところも大きいな、みたいに見える。その

辺も十分、場合によっては考えなければいけ

ないかもしれない。すごく水量が多かったら、

どこかで分かれたところから排水したほうが

集落を守りやすいなどということもあり得る

かもしれないなどということもあるので、そ

うすると、堤防づくりそのものにも影響はあ

って、国と相談しなければいけないなんて事

態もあるかもしれないので、ぜひそれに間に

合うように検討を進めてほしいんですけれど

も、大丈夫でしょうか。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 今、木村議員から

ご指摘ありました、住宅地からの排水という

ところでは、やはりしっかり検証していって、

今回、国の対策というところで設置していた

だく排水ピットだけの対策ではなく、別な対

策もいろいろ検討していかなければならない

というところは、やはりあろうかと思います。 

   そういったことで、どういった形のものが

一番有効な対策なのかというところをしっか

り目標を定めながら、どこに向かって内水浸

水対策をやっていくのかというところをしっ

かり決めていく必要があると思いますので、

そういった町の内水対策を進める上では、や

はり技術的な面というところでは、なかなか

ちょっと難しいところがありますので、国の
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アドバイス、助言等いただきながら、内水対

策について早急に進めていきたいと思います。 

○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 町長にお聞きします。

国では既に排水ピットまで図面ができている

という状況だということで、町ではそれを見

てということも言えますけれども、これだけ

の水量が排水しなければいけないのではない

かと。国は国で、その辺のところの情報をお

持ちかもしれないので、そういったことなん

かも教えていただきながら、輪中堤が完成す

るまでにちゃんと間に合うように柏川の内水、

排水対策をちゃんと進めさせるというふうに

町長がご指示されるということでよろしいで

すか。 

○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 柏川の洪水対策といいますか、

水害防止ということで、令和２年の教訓がご

ざいます。それらを踏まえて、今いろいろと、

その後、基本調査なども行っておりますが、

さらに、議員ご質問にあるような流域の全体

からの水の集まり具合とか、そういったこと

につきまして、さらに深く調査する必要があ

るということで、先般、関係課におきまして

集まっていただきまして、調整会議を行いま

した。早急に調査を進めていくということで

取り組んでまいりたいと思います。 

○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 国とか県がこれだけ熱

心に河北町の生命、財産を守るために、しっ

かり築堤をやっていただいているわけで、そ

れを活用させてもらっての町の対応なので、

ぜひ間に合うようにしてほしいんです。後で、

県、国から来てもらって、本当はこうしても

らいたかったなんていうので、町が遅れたの

で、うまく本当の望む形にならなかったなん

てならないように、ぜひちゃんと間に合わせ

るというふうにしていただきたいんですが、

いかがですか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今、治水対策、溝延の築堤絡み

で、令和８年度まで、一部９年度に持ち越す

部分はありますけれども、一番、治水対策と

しての根幹の部分は令和８年度で進んでいく

というようなベースがあります。 

   したがいまして、治水対策は国と県と町と、

さらにはほかの団体、土地改良区等も含めて、

あらゆる関係機関がそれぞれしっかり連携を

取って、治水対策を進めていくというのがス

タートであります。 

   そういった意味で、令和８年度にほぼ、大

きなところの完成に向けて今進んでいるとい

うことを念頭に置いて、先ほど副町長は早急

にと申し上げましたが、私から、そこに向け

て、危機管理、さらには都市整備、そこには

国、県の助言もいただきながら、しっかり取

り組んでいく必要があるということで、調整

会議を持ちながら、どこがどこだということ

でなく、しっかり連携を取った形の中で、町

としても取り組んでいこうということで進め

ているものでございます。そこに向けて、し

っかり取り組んでまいります。 

○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） この質問をするために、

柏川の合流点とか、その下流側も見てみまし

た。堤防を田井地区のほうからずっと走って

みますと、既に国が造ってくださるという管

理道路の工事が進んでいて、柏川をまたぐと

ころ、管理道路がまたぐところには、水位が

変わると閉まるという水門ができています。

何だろうと思って見たら、多分それなんです

ね。何かおもりがついて、バタン、バタンと

なる水門は既にできています。国も、やると

なると結構早いんだなと。なかなかやっても

らうまで時間はかかるにしても、やると早い

と思っておりますので、しっかりと置いてい
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かれないように、よろしくお願いしたいと思

います。 

   次に２番目ですが、田井地区です。答弁に

あったように、槇川に管理道路、前回の2002

年７月豪雨時点の水位になったとしても守れ

るというような管理道路を設計して進めると。 

   説明ですと、槇川橋のところの欄干にも水

をとめるものをつけて、槇川橋よりも水位は

上がるんですが、そこもちゃんとクリアして、

その橋の上流側まで堤防をずっと造ってとい

う、しっかりした設計をしていただくようで

すが、それでも集落内にたまる水はあるので、

その対策をということでは、これは複数箇所

について国がやっていただくと、検討してい

ただくということで、県と町で力を合わせて、

排水ピットを確認して、そこに排水ポンプは

どちらで準備するのか。複数準備していて、

必要なところに持っていくとなると、実際に

みんな一斉に水が上がるので間に合わないと

思う。これはここ用ですというのを、排水ポ

ンプを準備しておかなければいけないぐらい

ではないかと思うんですね。 

   そこまで国、県で準備していただくのであ

れば、町はポンプはしっかりと準備すべきだ

と思うんですが、そういったお考えはいかが

でしょうか。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 お答えいたします。 

   槇川の治水対策ということで、かさ上げし

たことによって地区内の内水氾濫というとこ

ろで、低いところで水が上がるような対策と

いうところですけれども、このたび県におか

れまして、槇川の治水対策の検討の一つとし

て、そういった地区内の低いところで、水が

浸水するところの排水路も調査検討をしてい

ただけると伺っております。 

   県では、このたび、そちらの低いところの

箇所について、排水ピットの設置まで県がや

っていただけるというところまで伺っており

ます。 

   その先の排水ポンプという取扱いにつきま

しては、内水対策というところで町が排水ポ

ンプを準備して、排水作業に当たるという流

れになろうかと思いますけれども、県から具

体的にどういった箇所の排水路に排水ピット

を造るのかというところが、まだ具体的に示

されておりませんので、そういった排水活動

といいますか、水防活動の実際のできるかど

うかという場所的なものも検討しなければな

らなくなると思いますので、具体的な排水ピ

ットというところの箇所づけが示されたとき

に、いろいろご意見を町からもお話をさせて

いただきながら、実際の水防活動に支障のな

いようにというところは検討していかなけれ

ばならないのかなと思っております。 

○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 槇川の管理道路を、先

ほどの答弁ですと、令和８年度までには完成

を目指すと、県で。それに合わせて排水ポン

プ類も財源どうしてどうやって設置するかと

いうようなことをお考えいただきたいと思い

ます。 

   あらかじめ申し上げておきますけれども、

県が６月１日にお持ちいただいた、１つ５ト

ン、１分当たり排水できるというもののワン

セット、どのぐらいするんですかと聞いたら、

1,000万円ぐらいすると。発電機とコントロー

ラーなんかもあって、それとセットで1,000

万円ぐらいするんですというようなことをお

っしゃっていましたので、排水ポンプなので

安いと思っているよりは高いかもしれない。

そこで驚いて、ポンプを買うのをやめないよ

うにしてほしいということで、改めて、あら

かじめ申し上げておきます。 

   そういう方法ではないものでいいかもしれ

ないので、そういったことも含めて、しっか
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りと検討していただきたいと思います。 

   さらに３番目、荒小屋地区につきましては

分かりました。先ほども申し上げましたが、

堤防本堤からも水が漏れるみたいなのは県が

早速工事をして、漏れないようにしていただ

いたと地元では喜んでおりました。 

   排水機場のほうがなかなか見えないという

ことですが、1.6メーター高くすると。私が見

ると、そのぐらいなので、それよりももうち

ょっと高くするのが吐出水槽の高さのありよ

うかなと思ったので、2.5メーターぐらい必要

なのではないかと申し上げましたが、1.6メー

ター高くしていただくということであれば、

荒小屋排水機場は能力アップ、十分な役割を

果たせるようになると思います。分かりまし

た。 

   次に、質問１に、ちょっと時間がなくなり

ましたので申し上げますと、河北町として人

口を減らさないために、第８次計画の後期計

画で一番力もお金もかけていくところという

のは、私は小中一貫校とか学校を統合すると、

かなりの、何十億とか百何十億とかというお

金を動かさなければいけないので、半分ぐら

いもらえるか、もらえないかなどというよう

なものになると。 

   それに取り組む前に、人口を減らさないた

めの取組、町民が望んでいることのための取

組というものを優先させるべきではないかと。

アンケートを見ると、やはり、前からあった

んですが、働きやすい、魅力ある働く場所、

工業団地とか、そういう方法もあるんですが、

一つは、河北町独自ででも農業おこし、国内

で、町村では一番多いサクランボの生産地に

合ったようなサクランボ農家おこしみたいな、

そういったことをしっかりと町でやって、そ

こが町民の雇用の場にもなる。そこで農業で

働きたいというようなこともおこしていくよ

うな、そういった夢も描いて、それを実現す

べきなのではないかなと思います。 

   まちおこし、地域おこしについての熱意、

これまでの第８次総合計画の前期の部分だと、

意外とそこがよく形として、結果としては、

うまく機能しなかったようなので、さらにバ

ージョンアップする、そういったご決意とい

うものはあるんでしょうか。町長、いかがで

すか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ただいま８次総合計画の後期計

画、鋭意進めております。本年12月議会にな

ろうかと思いますけれども、秋口まで答申を

いただいて、12月に議会の議決をいただくべ

く進めてまいります。 

   その中で、大きなテーマは、いろいろあり

ますけれども、大きな課題ということで、３

つだと思っています。人口減少対策と絡んで。 

   そういった意味で、１つは公共交通です。

教育に絡んでまいります。医療にも絡んでま

いります。昨日の吉田議員との質疑の中でも、

私の当町における町民の医療を守るための課

題として、公共交通も大きな私のテーマだと

いうことで申し上げました。 

   そして、子育て、教育、大きな課題の中で、

高校生を中心として、公共交通というものも

大きなテーマになると思っています。 

   それと、もう一つが、やはり町の最大と言

っていいぐらいの仕事だと思います。義務教

育です。先ほどの答弁で、繰り返しませんけ

れども、公共交通と並んで、学校の、とりわ

け小中の子供たちのための、これからの10年、

20年、30年を見据えた対応というものは先送

りできない今、局面にあるという認識でござ

います。 

   そして今、若い人たちが求めていることは、

働き口ではないです。働きたいと思える働き

場所がこの町にあってほしいという願いだと

思っています。当然、河北町だけで全ての人
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にかなえる働きの場、魅力ある場を提供でき

る、そこまでは簡単にできるものではないと

思っています。ニーズも変わってまいります。 

   そういった中で、河北町は、山形、天童、

東根、寒河江、近隣も含めて、町内にも魅力

あるところを、立地を生かしながら、そして、

すぐ受皿もしっかり準備しながら、若者の定

住環境、そしてＵターンできる環境。今、Ｊ

ターンで止まっています。山形、東根、天童、

寒河江で止まっています。Ｊターンをいかに

Ｕターンに結びつけるか。この３つにしっか

り取り組んでまいります。 

   先送りできない問題だと思っています。も

うスタートしなければならない問題だと思っ

ています。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） ３つのうち２つは私、

公共交通をしっかりやっていくということは、

働き口、しっかり働きたい働き場所をつくる

ということは賛成ですが、２つ目の義務教育、

縮小、再編、私は結局まちおこしにつながら

ないという違う意見だということを強く申し

上げて、ぜひ考え方を改めていただきたいと

いうことを申し上げて、一般質問を終わりま

す。 

○丹野貞子議長 以上で６番木村章一議員の一般

質問を終わります。 

   暫時休憩します。 

     休 憩  午前１１時４３分 

     再 開  午前１１時４５分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、５番安孫子真弥議員の一般質問を行

います。 

   「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） それでは、一般質問

をさせていただきます。 

   質問事項１、不要になったリチウムイオン

電池等の回収について。 

   近年、家庭から出る不要になったリチウム

イオン電池を起因とするごみ収集車や、ごみ

処理施設での火災事故が多発しております。

これまでの電池は、乾電池が主なもので、そ

の回収方法は確立されておりますが、リチウ

ムイオン電池は様々な電子機器等に登載され

ており、その対応方法は各自治体によって違

います。 

   そこで、質問要旨１、環境省から通知が出

たことに対する本町の対応について。 

   環境省は、家庭から出される不要になった

全てのリチウムイオン電池を市区町村が回収

するよう求める新たな方針をまとめ、今年の

４月15日付で各自治体へ通知しました。 

   本町では、ごみによって処分方法を細かく

記載している「家庭ごみの分け方・出し方ハ

ンドブック」を各家庭に配布し、周知を行っ

ているところですが、リチウムイオン電池を

含む電子機器によって対応が分かれており、

例えば電子たばこは充電器、電池を外してく

ださいと記載されておりますが、製品によっ

ては分解を要し、分からない人はそのまま燃

やせないごみに入れてしまうことがあると思

います。 

   また、モバイルバッテリーにおいては、購

入時に引き取ってもらいましょうと記載され

ておりますが、タイミングによっては引き取

ってもらう機会を逸し、また通信販売の場合

は引き取ってもらうこと自体が難しいと考え

られます。 

   そこで、本町の今後の対応について伺いま

す。 

   次に、質問要旨２、リチウムイオン電池等

による火災事故が発生した際にかかる費用と、

リチウムイオン電池等を自治体が回収するの

にかかる費用との比較について。 

   火事の規模や場所によって、損失や対応に
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要する費用は異なると思いますが、ごみ収集

車で火事が起きた場合の費用、ごみ処理施設

で火事が起きた場合の費用はどの程度かかる

ことが予想され、また本町の負担額はどれく

らいになると考えられるのか。 

   加えて、本町で不要になったリチウムイオ

ン電池等の回収を実施する場合に考えられる

費用はどの程度かかることが想定されるのか

を伺います。 

   続きまして、質問事項２、害獣が市街地に

出没するなど緊急時における地域住民への周

知方法等について。 

   昨今、熊などの害獣が市街地に出没する頻

度が増えております。本町でも昨年12月、谷

地で熊の目撃情報がありました。本町では警

察などと協力し、地域住民への注意喚起を行

ったところですが、出没した付近の地域住民

には、そのことを知らずに散歩をしている方

などもおり、周知方法に課題があると考えて

おります。 

   そこで、質問要旨１、現状の課題と今後の

展望について。 

   最近の住宅は高気密、高断熱の影響で、建

物内にいると防災行政無線の放送が聞こえづ

らく、また場所によっては、そもそも外部で

も聞き取れないことがあります。 

   自然災害などの際は、様々な情報媒体を使

って情報収集する人が多いと思いますが、平

時の防災行政無線の放送が聞き取れなくても

気にする方は少ないのではないでしょうか。 

   しかし、害獣出没の頻度が増えていること

に加え、凶悪犯もどこにでも出現するような

時代となっております。 

   そこで、地域住民に緊急で注意喚起をしな

いといけない状況になった際に考えられる現

状の課題と今後の展望についてお伺いします。 

   次に、質問要旨２、鳥獣保護管理法への対

応について。 

   鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律、いわゆる鳥獣保護管理法の一部

を改正する法律が今年の４月18日に成立しま

した。こちらの法改正の背景としましては、

次のように記載されております。 

   近年、熊やイノシシが人の日常生活圏に出

没し、人身被害が発生するなど、生活環境の

保全上の支障が生じる事例が増加しており、

とりわけ令和５年度には熊による人身被害の

件数が過去最多となりました。 

   現行の鳥獣保護管理法は、住居集合地域等

における銃猟、人や建物などに向かってする

銃猟などを禁止していますが、出没した熊な

どが建物に立て籠もるなど膠着状態にある場

合において、予防的で迅速な対応が求められ

ています。 

   本法律は、このような背景を踏まえ、熊な

どの銃猟に関する制度を見直し、人の日常生

活圏に熊などが出没した場合に、地域住民の

安全の確保の下で銃猟を可能とするものです。 

   法律の概要としましては、次のように記載

されております。 

   熊などが人の日常生活圏に侵入し、熊など

による人の生命または身体への危害を防止す

る措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では

的確かつ迅速に熊などの捕獲などをすること

が困難であり、避難等によって地域住民に弾

丸が到達するおそれがない場合において、市

町村長が熊などの銃猟捕獲者に委託して実施

させること、緊急銃猟ができるものとします。 

   また、緊急銃猟の実施に当たり、地域住民

の安全確保のための通行制限及び避難指示、

都道府県知事への応援要請、損失補償などの

関連規定を整備します。 

   以上の内容が、一部を除き、公布の日から

起算して六月を超えない範囲で政令で定める

日から施行するとしており、本町でも各関係

機関との調整や準備などの対応を進めておく
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必要があると考えますが、いかがでしょうか。 

   最後に、質問要旨３、主要道路などにおけ

る防犯カメラの設置について。 

   害獣にしろ凶悪犯にしろ、その足取りを把

握するためには防犯カメラが非常に有効と考

えられます。 

   これまで本町では、主要道路などへの防犯

カメラの設置は見送られてきましたが、ドラ

イブレコーダーなどの普及などに伴い、防犯

カメラへの嫌悪感はなくなりつつありますし、

むしろ防犯予防の観点からすると、防犯カメ

ラの設置が求められているところかと思いま

す。 

   そこで、主要道路などにおける防犯カメラ

の設置について、町長の考えを伺います。 

   以上、町長答弁を求めます。 

○丹野貞子議長 議長から申し上げます。 

   ５番安孫子真弥議員の一般質問の途中です

が、ここで昼食のため午後１時まで休憩とし

ます。 

     休 憩  午前１１時５３分 

     再 開  午後 １時００分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   一般質問を続けます。 

   ５番安孫子真弥議員の一般質問に対する町

長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ５番安孫子真弥議員の一般質間

にお答えいたします。 

   最初に、不要になったリチウムイオン電池

等の回収についてお答えいたします。 

   まず１点目の、環境省から通知が出された

ことに対する本町の対応について申し上げま

す。 

   近年、リチウム蓄電池及びリチウム蓄電池

を使用した製品に起因する火災事故が全国的

に頻発に発生しております。リチウム蓄電池

等は火災や爆発のリスクが高いため、適切な

取扱いが求められています。 

   令和７年４月に環境省から市町村における

リチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と

対策についての通知がありました。リチウム

蓄電池等の普及拡大に伴う安全性の確保と環

境保護を目的としており、市町村が地域にお

いて、リチウム蓄電池等の適切な取扱い、廃

棄、リサイクルを推進し、火災や事故のリス

クを低減させるための指針を示しております。 

   現在、家庭で使用されたリチウムイオン電

池等の出し方については、全戸に配布してお

ります「ごみの分け方・出し方」及び「家庭

ごみの分け方・出し方ハンドブック」に記載

しております。その中で、販売店の店頭回収

にご協力くださるようお願いしているところ

であります。 

   スマートフォン、携帯電話についても、購

入店に引き取ってもらうか、町で実施する小

型家電回収に出してもらうようにお願いして

おります。 

   膨張していたり、リサイクルマークがなか

ったりするリチウムイオン電池等で店頭回収

ができない場合は、クリーンピア共立に問合

せをしてもらうようお願いしております。 

   クリーンピア共立に確認いたしましたとこ

ろ、リチウムイオン電池等について、月１回

の燃やせないごみの収集日に透明な袋等に入

れてステーションに出された場合は、安全衛

生上の観点から取り残しなどはせず収集し、

適切かつ安全に処分されるよう対応している

ということであります。 

   回収後の処理につきましては、廃乾電池と

同様、処理委託先に搬入後、適正に処理を行

っていると伺っております。 

   リチウムイオン電池が取り外せない製品に

ついては、燃やせないごみとしてステーショ

ンに出された場合は、燃やせないごみとして

処理しておりますが、処理する段階で火災や
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事故のリスクがありますので、今後、適正な

分別回収や適正処理について検討していく必

要があると伺っております。 

   本町では、クリーンピア共立や構成市町と

連携、情報共有を行いながら、適正な処理を

推進しておりますが、火災や爆発などの事故

を未然に防ぐため、クリーンピア共立や構成

市町とともに、今回の環境省通知を踏まえた

分別収集区分や回収方法の検討を行い、適正

な循環的利用、適正処分をさらに徹底してい

く必要があると認識しております。 

   また、火災の危険性の周知、啓発活動も進

めていかなければならないと考えております。 

   ２点目の、リチウムイオン電池等による火

災発生時の諸費用と自治体が電池等を回収す

る際にかかる費用との比較について申し上げ

ます。 

   リチウムイオン電池の火災は、非常に高温、

有毒ガスの発生や爆発のリスクを伴い、消火

活動には特殊な対応が必要となる場合があり、

消火活動や建物設備の修復、環境汚染の除去、

医療費など多岐にわたるコストが発生すると

予想されます。 

   実際、リチウムイオン電池等による火災発

生時の諸費用については、規模や場所によっ

て異なるため、どの程度の損失額になるかは

分からないというのが現状ではございますが、

火災による被害規模は年々拡大しております。 

   国立環境研究所の試算によると、自治体の

廃棄物処理施設におけるリチウムイオン電池

起因の火災事故の全国の被害額は令和３年度

で年間約100億円と推計されます。 

   また、クリーンピア共立に確認したところ、

火災によりごみ収集車が使用できなくなった

場合、新たなごみ収集車１台を購入すること

になれば約1,300万円になるということでご

ざいます。 

   さらに、一度火災が発生すると、被害が復

旧までに数か月以上を要するケースもござい

ます。安全・安心な循環型社会の構築に対す

る信頼性を損なうとともに、甚大な社会的影

響や人命へのリスクも懸念されるところであ

ります。 

   一方、自治体がリチウムイオン電池等を回

収、処理するための費用につきましては、リ

サイクル事業者と連携し、役場等での拠点回

収や小型家電回収などのイベント回収におい

て実施した場合、自治体による回収、処理等

の費用負担なしで回収できると聞いておりま

す。 

   また、クリーンピア共立、構成市町がごみ

ステーションでの回収、収集を行った場合、

大量のリチウムイオン電池等が収集されたと

きには、処理委託料の費用の増加により組合

負担金の増加が考えられますが、リチウムイ

オン電池などの適切な処理対策を実施するこ

とは、火災や事故のリスクを未然に防ぎ、結

果として大きな経済的損失を回避する上で必

要かつ効果的な施策であると考えております。 

   本町といたしましても、適切な回収、処理

体制と啓発活動を継続的に取り組む重要性を

再確認し、クリーンピア共立、構成市町とと

もに、必要で有効な対策を協議、検討すると

ともに、町独自の取組についても検討し、適

切に対応してまいります。 

   次に、害獣が市街地に出没するなど緊急時

における地域住民への周知方法等についてお

答えいたします。 

   １点目の、現状の課題と今後の展望につい

て申し上げます。 

   昨年、若葉町地内で発生した熊の目撃につ

いての町の情報伝達については、寒河江警察

署からの連絡を受け、区長への簡易無線、防

災行政無線、町のホームページ、町の公式Ｌ

ＩＮＥ、消防団、町職員の広報車による広報

などの対応を実施したところであります。 
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   また、西村山広域消防河北分署におきまし

ても巡回広報を実施し、寒河江警察署では、

やまがた110ネットワークの登録者に対し、メ

ール配信システムで情報提供を行ったところ

です。 

   現状の課題でございますが、防災行政無線、

広報車による広報については、広報の時点で

町内にいる必要があり、また高気密、高断熱

の住宅が多くなっており、室内ではなかなか

聞き取り難い状況となっております。 

   なお、町では令和３年１月から、防災行政

無線放送の内容が聞こえない、聞き取りにく

いといった場合に備え、防災行政無線の放送

内容を電話で確認できる防災行政無線テレホ

ンサービス（0237-84-7474）をご活用いただ

いております。 

   一方、公式ＬＩＮＥなどについては、登録

していただければ、町内にいなくても情報を

得ることができます。スマートフォンなどを

所有していることが前提にはなりますが、な

おかつ登録作業も必要になってくるという点

もありますが、利用を進めていく必要がある

と考えております。 

   今後の展望でございますが、町内の防災行

政無線の聞こえにくい地域につきましては、

今年度の更新工事の中で対応することとなり

ますが、住宅の中まで聞こえるようにするこ

とはなかなか難しい面もございます。引き続

き、町の公式ＬＩＮＥへの登録を促進すると

ともに、他の自治体の事例も参考にしながら、

さらに検討を進めてまいります。 

   ２点目の、鳥獣保護管理法への対応につい

て申し上げます。 

   ４月18日、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律の一部を改正する法律

が成立し、環境省では５月21日から６月19日

までの約１か月間の予定で、「鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行例

の一部を改正する政令（案）等について」、パ

ブリックコメントを実施しているところです。 

   これから夏頃に緊急銃猟ガイドラインの公

表、市町村説明会、現地研修会等が予定され

ております。 

   法律の施行につきましては、９月１日を予

定されているようでございます。 

   町では、夏頃予定されております市町村に

対する説明会を受け、庁内各部署及び寒河江

西村山担当課などと情報を共有しながら対応

してまいりたいと考えております。 

   ３点目の、主要道路などにおける防犯カメ

ラの設置について申し上げます。 

   防犯カメラの設置につきましては、本年３

月定例会でもお答え申し上げておりますが、

現在、設置場所について、寒河江警察署生活

安全課と協議を継続しております。町として

の防犯カメラの管理及び運用について検討を

進めるとともに、今回のご意見も含め、設置

場所について引き続き検討してまいります。 

   以上お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） ありがとうございま

す。 

   まず、不要になったリチウムイオン電池等

の回収について再質問します。 

   リチウムイオン電池が取り外せない製品が

燃やせないごみとしてステーションに出され

た場合は、リスクを認識しながらも、燃やせ

ないごみとして処理しているとの回答だった

んですけれども、これは火災のリスクとかを

考えると、ちょっとまずいのではないかなと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「今田生活環境企画主幹」 

○今田史明生活環境企画主幹 リチウム電池を取

り外せない製品ということで、電子たばこと
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か、電子歯ブラシとか、電気かみそりとか、

そういったものが考えられますけれども、そ

ちらについて、燃やせないごみとしてハンド

ブックには書いておりまして、クリーンピア

でも燃やせないごみとして回収しておりまし

て、その際、火災等の危険等も発生しており

ますので、こちらについては、やはりクリー

ンピア共立と私たち構成市町とも火災の危険

があるということで認識しておりますので、

そちらは今後、協議、検討していく必要があ

るということで考えているところでございま

す。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） 必要で有効な対策を

協議、検討するとともに、町独自の取組につ

いても検討し、適切に対応していくとの答弁

をいただいたんですけれども、当面の間の対

策をどのように考えているか、教えていただ

ければと思います。 

○丹野貞子議長 「今田生活環境企画主幹」 

○今田史明生活環境企画主幹 クリーンピアと一

緒に回収するということになれば、ちょっと

これから協議等も必要になってきますので、

町独自の回収ということを考えたいと思って

おります。 

   町の独自の回収については、答弁にちょっ

と書いたんですけれども、役場等でボックス、

缶とかを設置しまして、拠点回収をするとい

った方法、あとは年２回、小型家電回収とい

うものも行っておりますので、リチウム蓄電

池等と、ほかの小型家電とも区別した形で回

収を行うといったものということで考えてい

るところです。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） ありがとうございま

す。ぜひ迅速に対応していただければと思い

ます。 

   続きまして、害獣が市街地に出没するなど

緊急時における地域住民への周知方法等につ

いて再質問します。 

   まず最初に、質問要旨の１の現状の課題と

今後の展望について。平時における緊急で周

知する必要がある事象が発生した場合、多く

の人は防災行政無線が聞こえなくても気にし

ないと考えております。ふだんの放送との違

いを加えるなど、一工夫必要だと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 お答えいたします。 

   防災行政無線の放送というところで、なか

なか聞き取りにくい等々というところで、工

夫した放送というところのお話ではあります

けれども、やはり防災行政無線という単体で

考えた場合に、それ１つで住民の方々、隅々

まで広報するというところは現実的に難しい

とは町でも認識しているところであります。 

   やはりいろんなツールを使いながら、情報

を皆様方に周知するというところを取り組ん

でいかなければならないと思っております。 

   そういった中では、今現在、町としては、

町の公式ＬＩＮＥということで登録していた

だいている方々につきましては、そういった

周知がプッシュ対応でできるということにな

っておりますので、そちらの周知というとこ

ろをこれからも引き続き継続して周知してま

いりたいと考えております。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） 例えばなんですけれ

ども、以前のＮＨＫなどの緊急速報の場合は、

淡々と速報をしゃべっていたんですけれども、

最近のＮＨＫですと、感情をある程度込めて、

緊急性をより伝えられるように放送の仕方を

変えているんですね。そのように町の防災行

政無線も、緊急時に淡々としゃべって終わり

ではなく、やはり本当に緊急を要する場合は、

より伝わりやすいような一工夫、感情を込め
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る必要があると思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 確かにＮＨＫでそ

ういった、より危機感が迫るようなアナウン

スというところでは、そういった緊急性の対

応の放送では非常に有効なのかなとは思って

おるところですけれども、防災行政無線を使

って、そういった危機感を相手に伝えるとい

うところでは、どういった形のものができる

かというところは今後引き続き検討していき

たいと思います。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） 一方で、サイレンと

か広報車など外が騒がしい場合に、住民の方

が、何かあったのかなと思って、気になって

外に出てくる人がいるかと思うんですけれど

も、それが逆に危険な状況を招く場合がある

と考えております。 

   先日の北谷地にてイノシシが出没し、町な

かを走り回っていたかと思いますけれども、

その際の状況などご存じであれば教えてくだ

さい。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 先日のイノシシ出

没での対応というところですけれども、日に

ちとしては５月27日、岩根地区にイノシシが

出没したというところで、防災危機管理課で

は、その日の９時頃、農林振興課から情報を

得たところであります。その後、現地に赴き

まして、状況を把握させていただいたという

ところで、その情報を実際、現地を確認した

ところ、住宅敷地内にイノシシがいるという

状況でありましたので、その後、時間的には

９時27分になりますけれども、防災行政無線

を活用しまして、北谷地地区に対して注意喚

起を行ったという状況であります。 

   あわせて、教育委員会にも連絡していただ

きまして、学校関係者にも注意喚起を行って

いただいたというところです。 

   イノシシにつきましては、警察、農林、あ

とは防災危機管理課で住宅地からの追い払い

というところの作業をさせていただきまして、

夕方頃、法師川の上流のほうにイノシシが帰

っていったということで、その日の４時30分

に防災無線で改めて放送させていただきまし

た。防災無線の放送につきましては、同時に

ＬＩＮＥ、あとはホームページに内容を掲載

して、注意喚起を行ったというところであり

ます。 

   次の日につきましても、５月28日になりま

すけれども、再度、岩木三地区にイノシシを

目撃したという情報が入りましたので、役場

で、警察から、目撃したという方からイノシ

シの情報は入ったということでしたので、そ

の方のお宅に出向きまして、目撃情報の収集

というところをさせていただきまして、その

後９時55分にまた防災行政無線で、北谷地地

区というところで注意喚起並びに町の公式Ｌ

ＩＮＥ、ホームページに注意喚起を行ったと

いうところです。 

   こちらにつきましては、河北町と村山市の

行政界でのイノシシ発生というところであり

ましたので、その後、村山市側にイノシシが

行ったという状況もありましたので、その日

の５時25分に再度、防災行政無線で、そうい

った旨の放送、あとはＬＩＮＥ、ホームペー

ジでそういった情報をお流ししたという状況

になっております。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） ニュース等の報道に

よりますと、７時10分にイノシシが出没した

ということで、場合によっては子供たちの通

学時間とかぶって、何も知らずに登校する小

学生の列に突っ込む可能性もあったのかなと

思うんですけれども、そのあたりの危険性に
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ついて、どのようにお考えでしょうか。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 岩根のイノシシの出現に際し

ては、いち早く学校から連絡を受けたところ

です。そして、委員会としては、やはり登下

校のときに十分注意を払うようにということ

で、集団で下校、そして教員がついて下校す

るという指示をしたところであります。 

   なお、学校でも先手を取って、そういった

対応を考えておりました。 

   それと、北谷地地区はおかげさまで見守り

隊が非常にたくさんいる学校であります。全

校児童生徒よりも多い、倍ぐらいの見守り隊

がいるということで、そういった方々からご

協力をいただいて、安心第一ということで対

応したところです。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） ぜひ住民の生命など

第一に考えて行動していただければなと思っ

ておるところであります。 

   関係機関との情報共有体制についてお伺い

します。現状だと、大きなタイムラグが発生

していると思うんですけれども、これをより

短くして、早く住民に緊急情報を伝達できる

ような仕組みづくりが必要と思うんですけれ

ども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 住民に対して迅速

に、そういった緊急の情報を提供するという

ところで、今現在の町の体制というところで

は、やはり課題的なものが多いのかなと思っ

ております。 

   そういったことで、どういったやり方が、

そういった町民の方に情報提供をできるとい

うところに結びつくのかは、いろんな自治体

で、そういった関係機関の連携も含めて取り

組んでいる事例等はあるかと思いますので、

そういった例を参考にしながら、今後も取り

組んでいきたいと思います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 いろいろ情報伝達については

様々な手段があります。万能なものはありま

せん。そういう中で、迅速な情報共有という

ことでいえば、聞こえにくいであるとか、耳

からの情報なものですから、正確ではないと

いう面はありますけれども、迅速性、同報性

ということでは、やはり防災行政無線が一番

現実的な対応だと思います。 

   その上で、防災行政無線については、先ほ

ど議員からもご指摘があったように、様々、

防災行政無線を通じて、周知する情報に応じ

て、いかに町民の方に耳を傾けていただける

放送に改善を検討するとか、あるいは、どう

しても聞こえない場合は室内でラジオである

とか、あるいはＮＴＴへの問合せであるとか、

様々なものでやっているということでありま

す。 

   回覧板とか、あと広報車でサイレンを鳴ら

して歩いたり、いろんなことはありますけれ

ども、同時に、いち早くということであれば

防災行政無線、やはりこれはしっかり使いな

がら、システム的にも今年更新を予定してい

ますけれども、改善を加えていくということ

かと思います。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） 最初の町長答弁に、

引き続き町公式ＬＩＮＥへの登録を促すとあ

ったんですけれども、最近の登録者数の推移

をお聞かせいただければと思います。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 ＬＩＮＥ

の登録数でありますけれども、令和７年６月

９日現在では2,716件となっております。令和

３年あたりから町の公式ＬＩＮＥを運用して

いますけれども、令和３年当時ですと600件ち
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ょっとぐらいでしたが、昨年にＬＩＮＥの機

能の拡張を行いまして、配信できる情報を自

分で選べるとか、ごみの情報ですかね、プッ

シュになるとかというところの機能を追加し

たところあたりから大分件数が増えたという

ような状況に今のところ、なっているようで

あります。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） 昨年はＬＩＮＥの機

能の更新があったということで、たくさん増

えたということなんですけれども、町民への

ＬＩＮＥ登録の促し方も、毎回町報にＬＩＮ

Ｅ登録をしてくださいみたいな、前と同じ表

現ではなく、例えば、今回イノシシが出没し

たと思うんですけれども、そういった緊急情

報をすぐ手に入れられるというような、その

ときの旬な情報を交えながら、住民への促し

をぜひ行っていただければなと考えていると

ころですが、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 公式ＬＩ

ＮＥへの登録につきましては、今議員からご

指摘あったとおり、町の広報に載せて促して

いるわけでありますけれども、いろんな情報

の出し方といいますか、登録の促し方がある

かと思いますので、その辺、研究して、広報

紙の改善というところは検討していきたいな

と思います。 

   また今、地区でスマートフォン相談教室み

たいなことをやっておりますので、そういっ

た場面でもＬＩＮＥの登録なども促していけ

ればなと考えているところであります。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） 友好都市である宮城

県石巻市では、全世帯に防災行政無線を受信

できる防災ラジオを当初は有料で配付してい

たんですけれども、なかなか買ってくれる住

民がいないということで、その後無料で全世

帯に配布しているとお聞きしました。 

   本町もそれに倣ってはどうかなと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 今、議員からあり

ました防災ラジオというところでは、河北町

におきましては75歳以上の高齢世帯で浸水想

定区域とか、土砂災害区域におられる方を中

心として、防災ラジオを配付しているという

状況であります。 

   全世帯へというご提案というところはあり

ますけれども、現在は昔と違って、ほとんど

の方がスマートフォンというところで、そう

いったものを持っているという状況を考える

と、やはりそういったものを活用しての周知

というところで進んでいくべきものなのかな

と考えております。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） 周知方法については

いろいろあると思うんですけれども、スマー

トフォンでありますと、若者とか現役世代は

いいんですけれども、今度高齢者が情報が漏

れてしまうなどの弱点もありますので、いろ

いろと検討していただければなと思います。 

   続きまして、鳥獣保護管理法への対応につ

いて再質問します。 

   よその自治体では、猟友会への報酬につい

て、けんか別れをしたところもあるなど、ニ

ュースなどで報道されておりますけれども、

法改正について、本町では猟友会西村山支部

河北分会との協議は考えているのか確認しま

す。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

猟友会の件でございますけれども、こちらに

つきましては猟友会西村山支部の河北分会の

方々に河北町鳥獣被害対策実施隊のメンバー
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としてお願いしているところでございます。 

   今回、法が改正するということになります

と、河北町でつくっております河北町鳥獣被

害防止計画、こちらの見直しも出てくるかと

思いますので、そのときにいろいろとご意見

を伺いながら直していきたいと考えておりま

す。 

○丹野貞子議長 「５番安孫子真弥議員」 

○５番（安孫子真弥議員） ぜひ協議していただ

いて、よりよい体制をつくっていただければ

と思います。 

   以上で一般質問を終わります。 

○丹野貞子議長 以上で５番安孫子真弥議員の一

般質問を終わります。 

   ここで暫時休憩とします。 

     休 憩  午後１時３３分 

     再 開  午後１時３４分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、11番石垣光洋議員の一般質問を行い

ます。 

   「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 通告に従いまして、一

般質問を行います。 

   質問事項の１として、教育に関わる経済的

負担の軽減等に対する町の考えについてお聞

きします。 

   教育基本法第４条において、教育の機会均

等がうたわれ、第５条第２項において、義務

教育として行われる普通教育は、各個人の有

する能力を伸ばしつつ、社会において自立的

に生きる基礎を養い、また国家及び社会の形

成者として必要とされる基本的な資質を養う

ことを目的として行われるものとする。また、

公立学校の義務教育については、授業料を徴

収しないと規定されています。 

   これらの仕組みにより、全国津々浦々で家

庭の経済格差にかかわらず、教育の機会均等

と教育水準の維持、向上が図られる仕組みに

なっています。教育的な観点や福祉的観点か

らも、経済的困難を抱える家庭への支援は大

きな課題であると考えます。 

   令和５年度に文部科学省が公表した子供の

学習費調査によると、学校教育費について、

公立小学校では８万1,753円、公立中学校では

15万747円であり、学校外活動費を含めると、

学習費総額では、公立小学校では約33万6,000

円、公立中学校では約54万2,000円です。 

   そこで、保護者の費用負担について何らか

の支援を考えているのか伺います。 

   学校教材整備指針に沿って、教材の整備を

進めていると考えるが、河北町の現状を伺い

ます。 

   次に、質問事項の２として、河北町の自殺

対策についてお伺いします。 

   誰もが自殺に追い込まれることがない社会

の実現を目指し、生きることの包括的な支援

として、保健、医療、福祉、教育、労働、そ

の他の関連施策と連携を図り、総合的な自殺

対策を推進されていると考えています。 

   国の自殺総合対策大綱では、子供、若者の

自殺対策のさらなる推進、強化、女性に対す

る支援の強化、地域自殺対策の取組強化、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ

た対策の推進などが追加され、総合的な自殺

対策のさらなる推進、強化が掲げられていま

す。 

   そこで、河北町の自殺対策について、河北

町の現状と取組について伺います。 

   また、子供、若者への取組について伺いま

す。 

   以上、答弁を求めます。 

○丹野貞子議長 11番石垣光洋議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 11番石垣光洋議員の一般質間に

お答えいたします。 
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   最初に、教育に関わる経済的負担の軽減等

に対する町の考え方についてお答え申し上げ

ます。 

   １点目の、保護者の費用負担に対する支援

の考えについて申し上げます。 

   児童生徒の教育にかかる費用については、

義務教育課程における公立学校の授業料につ

いては徴収しないこととなっておりますが、

児童生徒が個人で使用する学用品、修学旅行

費、校外活動費、制服代などは保護者からご

負担をいただいております。 

   議員のご質問にありました、文部科学省で

実施している子供の学習費調査は、全国の公

立並びに私立の幼稚園、小学校、中学校、全

日制の高等学校に通う幼児、児童生徒を対象

にした統計調査で、２年ごとに実施されてお

ります。 

   保護者が１年間に支出した子供１人当たり

の経費を、学校教育費、学校給食費、学校外

活動費に分け、世帯の年間収入の実態ととも

に調査しているものでございます。 

   このうち、令和５年度の調査結果では、ご

質問の中でもありましたが、学校教育費が、

公立小学校では８万1,753円、公立中学校では

15万747円の支出となっております。 

   内訳で高い支出となっているものは、公立

小学校では、学用品、実験実習材料費の２万

6,625円、32.6％であります。通学用品費が１

万9,575円、23.9％でございます。公立中学校

では、教科外活動費の２万7,315円、18.1％、

学用品、実験実習材料費の２万4,586円、

16.3％、制服２万3,148円、15.4％となってお

ります。 

   それぞれの費用の内容といたしましては、

学用品、実験実習材料費は各教科の授業や宿

題で使用する学習ドリルや問題プリントの購

入、家庭科や総合学習における実習活動で必

要となる食材、植物の苗、裁縫や工作などの

材料費、個人で使用する習字セット、絵の具

セットや裁縫セットなど、通学用品費はラン

ドセルやかばん、雨具などの購入費など、教

科外活動費はクラブ活動や部活動、芸術鑑賞

会などとなっており、児童生徒一人一人が学

習などで使用するものとなります。 

   この費用を学年別で見ますと、小学校１年

生時に15万9,953円、中学校１年生時に22万

7,873円と、小学校、中学校の全体平均より多

額の支出となっております。制服代、学用品、

実験実習材料費の絵の具などのセット品の購

入、通学用品費のランドセルやかばんなどの

購入など、入学時に多くの費用がかかってお

ります。 

   町では出生時に加えまして、小中高就学時

の支援として、その負担軽減を図るため、か

ほく安心子育て応援事業給付金を支給してお

ります。小学校と中学校の入学時には、それ

ぞれ５万円を給付し、負担の軽減を図ってお

ります。 

   ２点目の、小中学校教材の整備状況につい

て申し上げます。 

   文部科学省では、学校教材整備指針におい

て、公立義務教育の学校に備える教材備品の

品目、数量の目安を公表しております。 

   学校教材整備指針は昭和42年に策定され、

学習指導要領の改訂などを受け、指針も改訂

されております。 

   指針では、放送設備、印刷機などの一般的

な教材備品や、黒板などを含む各教科の授業

に必要な教材備品などが示されております。 

   この指針を基に、本町の小中学校でも教材

備品の整備を行っております。各学校で必要

な教材備品、古くなり更新や修繕が必要とな

った教材備品などを検討し、計画的に整備、

修繕を行っております。令和６年度におきま

しては、児童生徒用の図書購入も含めてとな

りますが、小学校６校で教材備品費が約411
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万円、修繕料が約24万円、中学校で約200万円、

修繕料が76万円の支出となっております。 

   理科備品においては、前述の教材備品とは

別に、国の理科教育設備整備費等補助金を活

用し、各学校の要望を調査し、整備を行って

おります。令和６年度の実績としては、小学

校で約91万円、中学校で約45万円の支出とな

っております。 

   教材備品については、指針に示されている

品目については配慮されている状況となって

おりますが、学習指導要領の改訂や教育のＩ

ＣＴ化により新規品目も出てきております。

学校からの要望を聞きながら、計画的に、よ

りよい教育活動が行えるよう整備してまいり

ます。 

   次に、自殺対策についてお答えいたします。 

   １点目の、河北町の現状と取組について申

し上げます。 

   自殺の背景には、精神保健上の問題だけで

なく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、い

じめや孤独、孤立などの様々な社会的要因が

あることが知られております。 

   町では、平成28年の自殺対策基本法の改正

法施行を受け、平成31年３月に第１期計画と

なる河北町自殺対策計画、令和６年３月に、

命を支える河北町自殺対策計画（第２期）を

策定し、誰も自殺に追い込まれることのない

河北町を目指し、自殺対策を推進していると

ころであります。 

   本町における令和元年から令和５年の５年

間の自殺者数を見ますと、全体で１人から３

名で推移している状況です。そのうち子供の

自殺者についてはいない状況でございます。 

   町では、町民を対象に心の健康をテーマと

した健康セミナーの開催、「健康なんでも相

談」を年７回開催し、心身の健康に関する相

談をお受けしております。 

   また、ホームページや広報などにおいて、

文部科学省の「24時間子供ＳＯＳダイヤル」

や、県の精神保健健康福祉センターの「心の

健康相談ダイヤル」などを掲載し、自殺対策

の啓発に努めております。 

   ２点目の、子供、若者への取組について申

し上げます。 

   子供、若者は、友人に知られたくない、家

族や友人と不仲である、ヤングケアラーであ

ることへの認識の不足、周囲に心配をかけた

くないなどの理由から、家族や友人、教員な

どに悩みを打ち明けられず、問題を抱え込ん

でしまうことがあります。悩みやストレスに

直面した際に、信頼できる人や相談窓口に早

期にかつ適切な相談支援を受けることが自殺

リスクの回避につながります。 

   このようなことから、悩みやストレスに直

面したとき、誰にどうやって助けを求めれば

いいのか、また身近にいる大人がそれをどう

受け止め、支援できるようにするのかの取組

として、第２期命を支える河北町自殺対策計

画に基づき、令和６年度においては、河北中

学校の生徒及び保護者に対して、ＳＯＳの出

し方、受け止め方の教育を実施いたしました。

生徒からは、「つらいことや悩み事などは、自

分で何とかしようとするのではなく、家族や

友達など誰かに相談したほうが何倍も解決し

やすくなることを知ることができた」「気にな

る人に声をかけるとき、どんなふうに声をか

けるか迷っていたので、この学びを生かして

いきたいと思いました」などの感想をいただ

いているところです。 

   令和７年度も、町内全ての小中学校７校で

ＳＯＳの出し方、受け止め方教育の開催を予

定しております。 

   今後とも関係機関と連携を図りながら、子

供、若者の自殺対策について取り組んでまい

ります。 

   以上お答え申し上げます。 



 - 133 -

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 再質問を行います。 

   学校のカリキュラムとして必要な教材は、

本人、保護者に選択の余地がない強制力を伴

うものです。ノートやドリル、体操着、バッ

グ、算数セット、タブレットカバー、リコー

ダーなどなど、修学旅行や遠足、部活の道具

等、多くのものが学習に必要であります。 

   個人に還元するものは個人が負担するとい

う考え方もあります。公費で副教材を賄わな

い根本には、受益者負担の考えがあります。

行事費や教科活動について、公費負担や私費

負担の区別もあると思います。隠れ教育費の

負担に肩身の狭い思いをしている家庭があっ

てはなりません。 

   公費と私費の区分は明確なように感じます

が、実はその区分方法は複雑であります。 

   ９年間の義務教育の保護者への義務づけに

対する保障として、義務教育を無償と定め、

家庭の経済状況に左右されることなく、子供

の教育を受ける権利を保障しています。 

   義務教育における教材について、公費と私

費の区分はどのように判断されるのか、各学

校に任されているのか、基準を伺います。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 義務教育における教材に

ついての公費と私費の区分ということでござ

いますけれども、基本的に、この基準は各学

校に任されているところであります。 

   一般的に、いわゆる衛生上、他者と共有す

ることが望ましくない学用品、例えばリコー

ダーとか習字とか、そういう個人で持つもの

については個人でというような判断になって

います。その際には、カリキュラムを考え、

各学級の担任が計画をし、それらを年度当初

の保護者会でお諮りし、同意をいただいて、

集金をしていく、購入していくというような

ことになります。 

   また、学校側としては、校長先生、教頭先

生が必要最小限のものとなるような学用品の

購入について十分精査をした上で、点検をし

て行うということであります。また、学年間

においても金額の差がないような、そういっ

た配慮もしているというところであります。 

○丹野貞子議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 学校学習教材の検討に

ついてお伺いします。 

   教材備品については、計画的に整備してい

くとの答弁であります。 

   学校教育法第34条第４項では、教科用図書

及び第２項に規定する教科以外の教材で、有

益、適切なものは、これは使用することがで

きる。学校における補助教材の適正な取扱い

についてでは、補助教材の購入に関して、保

護者が経済負担が生じる場合は、その負担が

過重なものとならないよう留意することとあ

ります。 

   学校教育委員会での学校学習教材の保護者

負担の検討について、考えを伺います。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 保護者の経済的負担とい

うところでございますけれども、やはり各学

校で最小限度のものになるようにと、まず配

慮していただくということであります。さら

に、先ほどもお話ししましたけれども、学年

間で金額の差がないように点検をしていると

いうことであります。 

   必ず保護者にはきちんとご説明申し上げて、

ご理解いただきながらしていくということで

あります。 

   議員おっしゃられたように、過度な負担に

ならないように留意しているというところで

ございます。 

○丹野貞子議長 「11番石垣光洋議員」 
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○11番（石垣光洋議員） 河北町では、令和７年

度に小中学校に入学されるお子様がいらっし

ゃるご家庭で、経済的な理由により入学用品

の購入にお困りの保護者の方を対象に、学用

品費を支給する制度があります。 

   また、学校教育法では、経済的理由によっ

て就学が困難な子供の保護者に対して、市町

村は必要な援助を与えなければならないと定

めています。 

   就学援助制度で経済的にお困りの小中学生

の保護者の方を対象に、学用品費、校外活動

費、修学旅行費等の必要な費用の一部を援助

する制度があります。 

   河北町では、給食費について、令和５年４

月１日より子育て支援の充実を図るため、学

校給食費保護者負担金を全額支援しています。 

   物価高の中、教材費は就学援助費で賄える

範囲であるのかについて伺います。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 就学援助費で賄える範囲

であるのかということでありますけれども、

全て就学援助費で賄えているわけではござい

ません。実質的に、具体的に申し上げますと、

支給される費用の品目ですけれども、学用品

費、通学用品費、あるいは校外活動費という

ことで、宿泊学習等々であります。あとは修

学旅行費、あとはオンライン学習通信費とい

うような区分になってございます。 

   各小中学校から、学校集金をしているもの

についてデータを取りましたところ、必ずし

も今回支給されている就学援助費以内に収ま

っているものではないというところでござい

ます。 

○丹野貞子議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 多子世帯が複数購入す

る現状へ配慮する取組などがあれば伺います。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 多子世帯への配慮という

ことでありますけれども、一例でございます

が、いわゆるお下がりなどを認めたり、あと

は各学年の時間割をあらかじめ調整して、兄

弟姉妹間の貸し借りができるような、そうい

った配慮も一部の学校ではしております。 

   また、学校集金についても、兄弟姉妹がお

ることによって一部費用を半減したりすると

いったものも学校においてはあるようでござ

います。 

○丹野貞子議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 登下校時の持ち物の量

を減らすための工夫について伺います。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 やはり、かなり重たいも

ので、以前は我々の頃といいますか、学校の

教具は全てかばんに入れて、持って帰って、

机に残すと怒られたものですが、今は家庭学

習等で必要なものだけを持ち帰るというよう

な配慮をしております。 

   ＩＣＴ教育が入りまして、タブレットの持

ち帰りが日常的になっています。それだけで

も結構な重さになりますので、そういった家

庭学習で必要なものだけを持ち帰るというよ

うなことであります。 

   また、体育着、ズック、エプロンなど洗濯

が必要なもの、どうしても週末に集中してし

まわないように、そういったところの配慮、

指導などもしているということであります。 

   ただ一つ、コロナ禍でありましたけれども、

水筒をよく持参するようになったんですが、

これはそれぞれ保護者の判断、学校では別に

水筒を持ってきてくださいというような強制

はしていませんが、保護者の判断で水筒の持

参はさせていただいているようでございます。 

○丹野貞子議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 次に、令和７年度の自

殺予防週間、９月に向けては、長期休暇明け

前後に子供、若者の自殺が増加する傾向を踏
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まえ、８月１日から自殺予防に向けた啓発活

動を実施するようですが、河北町の活動につ

いて伺います。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 令和７年度の自殺予防週

間、自殺予防に向けた啓発活動についてとい

うお尋ねであります。 

   厚労省では、毎年９月10日から16日までを

自殺予防週間、また３月には自殺対策強化月

間としております。 

   また、県では９月を自殺対策推進月間と位

置づけまして、各種自殺防止対策に取組を強

化しているところでございます。 

   本町におきましては、長期休暇明け前後に

子供、若者の自殺者が増加するという傾向は

全く見られておりません。そういったことも

ありまして、週間、月間を前にして、特に力

を入れるということではなく、通年的な事業

を中心に、計画に沿った形で各種事業を展開

しております。 

   強化月間のときなどは、ポスター掲示とか

ホームページとかでお知らせはするのですが、

やはり活動そのものについては通年的な、計

画に沿った活動ということで、令和７年度に

つきましても、町民を対象に心の健康をテー

マとした健康セミナーの開催でありますとか、

「健康なんでも相談」の実施、また学校での

ＳＯＳの出し方、受け止め方教育などを開催

しながら、自殺防止対策に努めているところ

であります。 

   今後も引き続き関係機関との連携を図りな

がら、子供、若者の自殺対策について取り組

んでまいります。 

   以上お答えいたします。 

○丹野貞子議長 「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 終わります。 

○丹野貞子議長 以上で11番石垣光洋議員の一般

質問を終わります。 

   ここで14時20分まで休憩とします。 

     休 憩  午後２時０２分 

     再 開  午後２時１７分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

○丹野貞子議長 日程第２、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。議案が事前に配付されてお

りますので、審議の際の議案の朗読は省略し

たいと思います。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

○丹野貞子議長 議第33号令和７年度河北町一般

会計第１回補正予算についてを議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （３番、６番、７番、８番の通告あり） 

   確認します。３番、６番、７番、８番、落

ちありませんか。 

   それでは、「３番林智議員」 

○３番（林智議員） それでは、４点ほど質疑さ

せていただきます。 

   18ページ、６款１項３目ということで、農

業振興費ということで、麦・大豆生産技術向

上事業費補助金ということで、あと持続でき

る果樹産地緊急支援事業補助金というものが

新たにということで上げられておりますが、

この内容、詳細等をお知らせください。 

   また、園芸やまがた産地発展サポート事業

補助金というものが今回増額ということで提

案されましたが、事業内容の変更の部分、ど

のような形なのか、お知らせください。 

   次に、22ページ、７款１項５目、どんがホ

ール修繕費ということで30万円提示されてお

りますが、経常的な修繕費とは捉えておりま

すが、今年度当初予算でも同じく30万円とい
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うのが提示してありました。もちろん追加と

いう部分にあると思うんですが、どのような

経緯なのか、お知らせいただきたいです。 

   以上４点です。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

18ページ、19ページの農業振興費の補助金の

内容でございますけれども、初めに河北町

麦・大豆生産技術向上事業費補助金、こちら

につきましては国の２分の１の補助というも

のでございます。内容につきましては、トラ

クター２台とアタッチメント６台の購入とな

ります。 

   続きまして、河北町持続できる果樹産地緊

急支援事業費補助金、こちらにつきましては

県が９分の２、町が９分の１で、３分の１の

補助というようなことになります。こちらに

つきましては、スピードスプレーヤーが５台

ということになっております。 

   最後、河北町園芸やまがた産地発展サポー

ト事業費補助金、こちらにつきましては県が

３分の１、町が６分の１で、２分の１の補助

というものになります。こちらは高所作業車

６台と環境モニタリング機器と、あとは補強

型のパイプハウス２棟という内容になってお

ります。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 22ページ、23ページ、

７款１項５目商工施設費のどんがホール費の

修繕料についてご説明申し上げます。 

   どんがホールの修繕料につきましては、当

初予算30万円の急破修繕費として予算を持っ

ておりましたけれども、４月に多目的トイレ

の急破修繕が発生しまして、既に25万円ほど

捻出しているということから、今後における

急破修繕のための30万円をこのたび計上させ

ていただいたところでございます。 

○丹野貞子議長 「３番林智議員」 

○３番（林智議員） ありがとうございます。 

   それでは、６款１項３目の麦・大豆生産技

術向上事業の補助金ということで、トラクタ

ー２台とアタッチメント５台ということであ

りますが、これはお一人の方ではなく、例え

ばトラクター２台なので２名プラス、アタッ

チメント５台で５名ということで、計７名な

のか。そういった人数的なところ、もし分か

ればお知らせください。 

   また、園芸やまがた産地発展サポートでは、

環境モニタリング機器ということでありまし

たが、これはどのようなものなのか、説明を

お願いしたいと思います。 

   以上２点です。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

河北町麦・大豆生産技術向上事業費補助金に

つきましては２件の申請という内容でござい

ます。１件がトラクター２台とアタッチメン

ト５台、もう１件がアタッチメント１台とい

う内容でございます。 

   河北町園芸やまがた産地発展サポート事業

費補助金のモニタリング機器でございますけ

れども、こちらにつきましてはハウスファー

モなどという名称のものでございますけれど

も、こちらにつきましては、これをつけるこ

とによって、気温、湿度、あとは土壌の水分、

あとは照度、二酸化炭素の量などを測りまし

て、自動的にハウスの窓を開閉したりして環

境を整えていくという内容のものでございま

す。モニタリング機器と環境制御機器をセッ

トにして、そのようなことができるという内

容になっております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「３番林智議員」 

○３番（林智議員） 終わります。 

○丹野貞子議長 以上で３番林智議員の質疑を終
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わります。 

   次に、「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 12ページ、２款１項10

目、定額減税補足給付金等事業費であります

けれども、77万円ですが、定額減税というも

のはとっくに終わった感覚がありますけれど

も、あの定額減税に関連するものなのか。シ

ステムを改修するとなると、どの分野にどの

くらいの、この後さらに減税給付というもの

が出てくるのかどうかについてお聞きしたい

と思います。 

   それから、18ページ、６款１項３目果樹振

興費でありましたが、今話がありまして、最

後の、サクランボ温暖化対応技術導入推進事

業費75万円ですが、これはどんな内容か説明

してください。 

   それから、22ページ、７款１項10目、どん

がホールの修繕料ですが、どんがホールの修

繕として、私はエアコンの高効率機器への早

期更新をしなければいけないのではないかな

と思って、それかなと、ちょっと金額が足り

ないけれどもなんて思ったんです。その辺の

検討はどう進んでいるか、お聞きしておきた

いと思います。 

   さらに、26ページ、９款１項４目水防費の

価格の動き、当初予算が減額になって、その

後、別な災害ハザードマップ作成業務委託料

が158万3,000円なんですが、どうなるのかと

いうことをお聞きしたいと思います。 

   統合病院の建設場所選定の検討の中で、現

の河北病院の周辺が水没するというようなデ

ータが協議会の中で出たんですけれども、そ

れはハザードマップをどこかで先に改訂され

たものを見て、あんな状況が出てきたのかな

なんても思っているんですが、そのことは関

連がありますか。お聞きしておきたいと思い

ます。 

   さらに、30ページ、10款５項４目の給食セ

ンター修繕料、冷凍庫のドアの交換というこ

とで66万円というのはどんな内容か。ドアが

いっぱい枚数があるのかどうかもお聞きして

おきたい。 

   以上お聞きします。 

○丹野貞子議長 「軽部税務町民課長」 

○軽部昭博税務町民課長 12ページ、13ページの

定額減税補足給付金等の事業費の中のシステ

ム改修委託料ですけれども、議員おっしゃる

ように、昨年度の定額減税の分の引き切れな

かった分の方の、残っている方に対しての給

付金になります。それに対してのシステム改

修が必要になりますので、そのシステム改修

を見積もったところ、こういう金額になった

ところであります。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

20ページ、21ページのサクランボ温暖化対応

技術導入推進事業費補助金の内容でございま

すけれども、こちらにつきましては当初、サ

クランボ果樹王国産地活性化事業費補助金と

いうことで、同額75万円を計上しておりまし

たが、名称が変わったということで、そちら

を減額しまして、新たにこの名称で起こした

という内容でございます。 

   こちらにつきましては昨年度から行われて

いる事業で、県と、あとは市町村で補助を出

し合いまして、サクランボの温暖化対策を行

うという内容でございます。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 22ページ、23ページ、

７款１項５目商工施設費、どんがホールの修

繕のご質問かと思いますが、その中で、空調

関係の予算計上ではないということで、どん

がホールの、いわゆる冬の空調、非常に温度

が上がっていないという内容でよろしいでし

ょうか。その件につきましては、冬場に備え

て担当課と、それから指定管理のほうでいろ
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んな案を出し合って、検討させていただいて

おるところでございます。 

   このたびにおかれましては急破修繕という

形で、当初予算額が不足しておりますので、

増額の補正をさせていただいたということで

ございますけれども、空調につきましては今

後も検討を重ねまして、冬場に備えてまいり

たいと考えておるところでございます。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 26ページ、９款１

項４目水防費の中の、ハザードマップの今回

の補正の内容というところの説明になります。 

   こちらにつきましては、もともと国の交付

金を活用しまして、災害ハザードマップとい

うところで、山形県の中小河川について、1000

年に１度規模の洪水が発生したときの洪水浸

水区域が公表されたというところをハザード

マップとして、河北町ハザードマップで改訂

するというもので、当初予算で業務委託と印

刷費というところで、２つ支出を分けて計上

していたところだったんですけれども、交付

金を活用するに当たって、印刷費では交付金

対象にならないというところがありましたの

で、印刷費を委託料に組替えというものが１

つと、あと当初予算編成後なんですけれども、

１月末頃ですか、山形県で土砂災害が発生す

るおそれのある区域というところで、新たに

そういった区域が公表されたというところで、

そちらについてもハザードマップに反映させ

ていただきたいという県からの指導等もあり

ましたので、今回そちらも含めてハザードマ

ップ作成業務委託というところで、全体的に

29万8,000円増額という形にするものであり

ます。 

   それと、河北病院の浸水というところでの、

ちょっと先ほど話のあった件なんですけれど

も、現在の河北町の洪水ハザードマップとい

うところで、こちらにつきましては最上川が

1000年に１度の規模で増水したときの町内の

浸水区域というところで示されておりまして、

河北病院周辺が浸水するといった状況に今現

在なっております。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 30、31ページ、10款５項

４目給食センター費、給食センター費の修繕

料についてでございます。こちらは給食セン

ターにおけます冷凍庫の扉の修繕となってご

ざいます。この冷蔵庫が施設と一体的なもの

となっておりまして、扉が劣化しておりまし

て、中の冷気が漏れてきているというような

状況でございます。扉ごと１枚交換するとい

うようなものでございます。 

○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 最初の定額減税のシス

テム改修でありますけれども、そうしますと、

この後システム改修をして、さらに減税をす

るような予算が出てくるのかどうか。それと

も、３月確定申告をした事業者など、これま

で引き切れなくて、そこで出てきた人のとこ

ろを計算して、これからかける税額、町民税

ですか、その額を算定するためにシステム改

修が必要だと、そういう内容なのか。新たに

戻すための予算なんかも出てくるのかどうか

ということをまず聞いておきたいことと、今、

次の参議院議員選挙などをあれして、減税の

方式、いろいろと国政段階で議論になってい

ますけれども、今回のような、今まだやって

いる定額減税方式というものは、なかなか国

民は実感がないように、国民の気持ちでは思

うんですが、それを実質的に仕事をする側で

はなかなか大変そうなんですけれども、実感

はどうなんでしょうか。お聞きしたいと思い

ます。 

   それから、畑作果樹振興費のところなんで

すが、サクランボ温暖化対策技術導入で、去

年度からやっているということなんですが、
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町内、地域によっても違うのかもしれません

が、去年と同様、去年よりももっとひどくサ

クランボの収穫が少ないかもしれないみたい

な心配する声もあります。２年連続は間違い

なく同じようなことはあるという状況もある

ようなんですが、その辺に対して、さらに対

策を深めなければいけないみたいな、そうい

った認識をお持ちかどうか。最近の、要する

にサクランボ収穫状況をどう把握しているか、

お聞きしておきたいと思います。 

   どんがホールの修繕については分かりまし

た。 

   水防費については、寒河江市のほうが先に

ハザードマップができて、その中で県立河北

病院辺りのところが水没するというか、そう

いう心配があるということを先に知っていた

ので、ああいった評価が出てきたということ

なのかどうか。どうなんでしょうか。 

   それから、給食センターの修繕料はドア１

枚で66万円ということなのか。もう一回確認

します。よろしくお願いします。 

○丹野貞子議長 「軽部税務町民課長」 

○軽部昭博税務町民課長 定額減税についてです

けれども、定額減税の給付金については当初

予算で見込んでおりまして、今回はシステム

改修のみと考えております。 

   それと、減税の方式の実感ということです

けれども、当然担当するほうとしては複雑に

なっておりますので、対応に苦慮していると

いうところになります。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

サクランボの収穫の件でございますけれども、

昨年度のサクランボの収穫につきましては、

高温障害での収量減というようなことでござ

いました。 

   今年度につきましては、今のところ確認さ

れておるのは、佐藤錦につきましては非常に

なりが少ないと。あとは、紅秀峰等につきま

しては平年並みということを聞いておるとこ

ろでございます。 

   ただ、今回の佐藤錦の収量減につきまして

は、高温障害というよりも、受粉のときに強

風があったというようなことで、雌しべがな

かなか、乾いて、雄しべと雌しべがうまくく

っつかなかったという内容、あとは低温で蜂

があまり飛ばなかったという内容、あとは桜

の時期とサクランボの花の時期が重なったこ

とにより、蜂が桜のほうに行ったということ

も聞いておりますので、一概に高温障害によ

る今年の生産減ではないというようなことに

なっておりますので、普及課からの連絡によ

りますと、今年は特に低温ということが懸念

されておりましたので、毛ばたきをまめにす

るようにというお知らせも流したところでご

ざいますけれども、どうしても忙しい時期と

重なるというようなことで、それをした方と、

しなかった方で少し差が出てきていると捉え

ているところでございます。 

○丹野貞子議長 「大泉防災危機管理課長」 

○大泉正博防災危機管理課長 河北病院の周りの

浸水というところのお話ですけれども、この

たびの補正予算では全く関係ない件ではござ

いますが、河北病院のそういった立地という

ところの選定に当たっては、今現在ある洪水

ハザードマップを活用しながら、そういった

選定評価というところを行ったのではないか

なと思っております。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 10款５目４項給食センタ

ー費の修繕でありますけれども、大型の冷凍

庫ということで、原因はパッキンの経年劣化

というところでありましたけれども、扉ごと

全てを交換しなければならないということで

ありましたので、高額になっているものであ

ります。 
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○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 以上終わります。 

○丹野貞子議長 それでは、以上で６番木村章一

議員の質疑を終わります。 

   次に、「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） それでは、私から何点

かご質疑させていただきます。 

   最初に、10ページ、11ページ、２款１項５

目ＩＴ推進費の中で、通信運搬費が300万円ほ

ど減額と。その減額の理由、内容を教えてく

ださい。 

   また同じく、その下の標準化共通化対策業

務委託料というものは1,400万円ほど計上さ

れていますが、これは、機械は導入して、何

か委託するのか、はたまた本当に丸ごと委託

する金額なのか。その内容を教えてください。 

   続きまして、16ページ、17ページ、３款１

項２目障がい者福祉費の中の障がい者自立支

援費、システム修正委託料96万3,000円ですが、

この内容を教えてください。 

   続きまして、18ページ、19ページ、６款１

項３目農業振興費の中の園芸やまがた産地発

展サポート事業で、先ほど３番議員からもご

質疑があったと思うんですけれども、環境モ

ニタリング機器導入という話がありました。

どのような果樹に対してモニタリングをする

のか教えてください。 

   続きまして、20ページ、21ページ、６款２

項１目林業振興費の中のモデル地区森林管理

実施計画策定業務委託料ということで、これ

はどちらのエリア、モデルはどこを想定して

いるのか、場所ですね、明確に想定している

場所がありましたら、それを教えてください。 

   最後になります。30ページ、31ページ、10

款５項２目体育施設費、機械器具費というこ

とで、除雪機の経年劣化で導入という話があ

りますが、これについては、これまで使って

いるものが何年利用して、今回導入に至って

いるのか。要は、故障するより購入したほう

が安かったという話なのか。その内容を教え

てください。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「牧野政策推進監兼企画財政課

長」 

○牧野隆博政策推進監兼企画財政課長 10ページ、

11ページ、２款１項５目のＩＴ推進費であり

ますけれども、まず初めに標準化共通化対応

業務委託料の増額の理由でありますが、今年

度、自治体システムの標準化移行ということ

で当初予算に計上させていただいております

けれども、この標準化移行に併せまして、対

応でない業務の中で、標準化のシステムと密

接に関係している業務があるということが分

かりまして、それが、内容を申し上げますと、

医療費助成と下水道の受益者負担金のシステ

ムであります。 

   医療費助成というものは、18歳以下の医療

費の無償化とかに関わっているシステムにな

りますけれども、そのシステムが標準化の業

務と非常に密接な関係にあることから、同じ

環境にシステムを置いたほうがいいというふ

うになりましたので、同じ環境にシステムを

動かす、移行する費用が新たに発生してきた

というものが、それで大体500万円ぐらい必要

になったものであります。 

   そのほかに、標準化のシステムを運用する

に当たりまして、国で仕様を決めております

ガバメントクラウドというものに、全国どの

自治体もそのシステムを使うというか、そう

いった同じ仕様のシステムを使うとなってお

りますけれども、ガバメントクラウドを保守

していく費用というものが当初予算の段階で

はまだ分からなかったものが、このたび明ら

かになってきました。それらの費用が大分高

額になっているという感じになっております。 

   ガバメントクラウドの保守といっても、一
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概に１業者だけが保守するわけではなくて、

複数の会社が入るということもありますので、

そういった費用が必要になってきたというと

ころが一つあります。 

   それに加えまして、ガバメントクラウドを

使うための回線使用料というものを通信運搬

費で持っていたんですが、回線使用料と運用

保守がほぼほぼ同程度の内容だということが

分かりまして、通信運搬費を減額しまして、

委託料に保守料分も含めて、このたび追加し

たという内容になっております。それを合わ

せまして、標準化共通化対応業務委託料とい

うことで1,400万円ほどの費用になっている

というものであります。 

   あわせまして、事務機借り上げ料で19万

5,000円という若干の金額、このたび追加して

おりますけれども、標準化の移行によりまし

て、自庁にもサーバーを置いていて、データ

を管理している部分があります。標準化に全

く対応関係のないシステムの運用もあります

ので、そちらの自庁サーバーの構成も必要に

なってきた関係上、事務機借り上げ料を追加

しまして、それで対応しようとしているもの

であります。 

   以上であります。 

○丹野貞子議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 予算書の16ページ、17ペ

ージ、３款１項２目障がい者福祉費、障がい

者自立支援費のシステム修正委託料になりま

す。96万3,000円になります。この内容につき

ましては、就労選択支援の創設に伴いまして、

システム改修を行わなければならないという

ことなんですが、就労選択支援の法改正は３

年前に終わっていたんですけれども、今年の

10月からサービスを開始するということがあ

ります。それで、ちょっと９月補正では間に

合わないということで、今回計上させていた

だいたものであります。 

   具体的な事業内容としては、障害者総合支

援法に基づく介護給付費、訓練給付費になり

ます。それと、計画相談の給付費等もありま

す。その他、介護給付費等があります。 

   そういった法に基づく支援、給付等につい

てのサービスが開始されますので、そのため

のシステムの修正の委託となります。 

   以上でございます。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

18、19ページ、園芸やまがた産地発展サポー

ト事業費補助金のモニタリング費でございま

すけれども、こちらはサクランボに対しての

モニタリングということになっております。 

   それと、20、21ページの６款２項１目森林

振興費、モデル地区森林管理実施計画策定業

務委託料でございます。こちらにつきまして

は令和６年度から実施しているものでござい

ますけれども、令和７年度に入りまして、地

域の３名の方から同意を得られましたので、

追加して地区の管理実施計画を立てるもので

ありまして、こちらにつきましては北谷地の

岩木地区の山林の杉林というところの計画を

立てるものでございます。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 10款５項２目体育施設

費で、機械器具費、今回、町民体育館にあり

ます除雪機１台を更新するものであります。 

   15年ほど前に、平成20年ですか、購入した

ものでありまして、実際に修理、修繕を重ね

てきましたが、修理不可の状態になりました。

この冬も使っていて、途中からちょっと使え

ない状況になり、早い時期に購入をしたいと。

この冬から除雪機を使いたいということで、

このたび補正要求したところでございます。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） 以上終わります。 

○丹野貞子議長 以上で７番奥山英幸議員の質疑
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を終わります。 

   次に、「８番安達智勇議員」 

○８番（安達智勇議員） すみません、全部出て

しまったので、私は結構です。 

○丹野貞子議長 いいですか。 

   それでは、以上で質疑を終わります。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第33号令和７年度河北町一般会

計第１回補正予算については原案のとおり可

決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第34号令和７年度河北

町下水道事業会計第１回補正予算についてを

議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （６番、７番の通告あり） 

   確認します。６番、７番、落ちありません

か。 

   それでは、「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） それでは、私から１点

だけお伺いいたします。 

   ３ページ、支出の中で、１款１項１目管渠

費141万9,000円、特別重点調査事業というこ

とで説明がありました。これは、どの範囲で、

期間はいつからか。目的というものは、例え

ば少し前、埼玉県の八潮市で大規模な事故が

発生しました。そういったものを調べるため

の調査なのか。そのあたりの内容をお伺いし

たいと思います。 

○丹野貞子議長 「松田上下水道課長」 

○松田浩一上下水道課長 それでは、お答えさせ

ていただきます。 

   今回の調査といいますのは、今議員おっし

ゃられましたとおりです。令和７年１月に埼

玉県の八潮市で発生しました下水道に起因す

る大規模な道路陥没事故というものを受けま

して、内径２メーター以上、そして平成６年

以前に設置された汚水管について重点的に調

査しなさいという国からの要請がありました

が、汚水管におきましては河北町に該当する

ものはなかったものでありますが、その後同

様な規模の管が埋まっている場合は、それも

調査しなさいというお達しがありましたので、

河北町に該当するものとしましては、内径が

2.4メーターで平成４年に設置されています

渋川雨水第１幹線の荒町東地区を横断するボ

ックスカルバートが該当しますので、今回そ

れを調査するといった内容のものでございま

す。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） ちなみに、期間として

はいつから調査を始める想定ですか。 

○丹野貞子議長 「松田上下水道課長」 

○松田浩一上下水道課長 この予算ご可決以後、

すぐ発注させていただきまして、年内中に調

査完了したいと思っております。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） 以上終わります。 

○丹野貞子議長 以上で７番奥山英幸議員の質疑

を終わります。 

   次に、「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 河北町の下水道管路で、
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この検査といいますか、これで全て、あとは

安心ということなのか。それとも、もっと管

のサイズが小さくても調べていかなければい

けないということなのか。全体的に見ると、

どのぐらい河北町の管路は安心といいますか、

調査していくべきなのか、お聞きしておきた

いと思います。 

○丹野貞子議長 「松田上下水道課長」 

○松田浩一上下水道課長 今回の調査の対象とし

ましては、今回当てはまるものは１つしかな

かったということなんですが、管の劣化具合、

あるいは耐用年数等を考慮しまして、当然更

新工事等も行っていくわけでございますが、

必要に応じてはそういう調査も行っていく場

合もあるかと思われます。 

○丹野貞子議長 「６番木村章一議員」 

○６番（木村章一議員） 終わります。 

○丹野貞子議長 以上で６番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第34号令和７年度河北町下水道

事業会計第１回補正予算については原案のと

おり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第35号河北町町税条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題

とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「軽部税務町民課長」 

○軽部昭博税務町民課長 議第35号河北町町税条

例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げます。 

   令和７年度の税制改正に伴い、地方税法等

の一部を改正する法律が公布されたことによ

り、町税条例の一部を改正するものでありま

す。 

   第７条は、公示送達について、インターネ

ットを用いる方法の定義を示した省令改正に

伴う改正であります。 

   第８条は、第７条改正に伴う規定の整備で

あります。 

   第20条は、所得控除の控除すべき金額に、

特定親族特別控除額を追加する改正でありま

す。 

   第27条は、特定親族特別控除の創設に伴う

給与所得者及び公的年金等受給者の個人住民

税申告義務に係る規定を整備するものであり

ます。 

   第28条の２第１項第３号は、給与所得者の

扶養親族申告書の記載事項に特定親族を追加

する改正であります。 

   第28条の３は、特定親族特別控除の創設に

伴う公的年金等受給者の扶養親族等申告書に

係る提出義務規定の整備であります。 

   附則第13条の２の２は、加熱式たばこに係

るたばこ税の課税標準の特例の追加をするも

のであります。 

   本則の附則第１条は、それぞれの施行期日

を定め、第２条は、公示送達に関する経過措

置を定め、第３条は、町民税に関する経過措

置を定め、第４条は、町たばこ税に関する経

過措置を定めるものであります。 

   以上よろしくお願いいたします。 
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○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第35号河北町町税条例の一部を

改正する条例の制定については原案のとおり

可決しました。 

○丹野貞子議長 日程第３、議員の派遣について

を議題とします。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   お手元に配付のとおり、議員を派遣するに

賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対

のボタンをそれぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議員の派遣については原案のとお

り派遣することに決定しました。 

   暫時休憩。 

     休 憩  午後３時０２分 

     再 開  午後３時０７分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   先ほどの採決ですけれども、押し忘れなし

と認め、確定したところの画面が表示になり

ませんでした。大変失礼いたしました。その

画面を表示いたします。 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議員の派遣については原案のとお

り派遣することに決定いたしました。 

   大変失礼いたしました。 

○丹野貞子議長 ここで議長から申し上げます。 

   議会運営委員会に協議をお願いする事項が

生じましたので、議会運営委員会の開催をお

願いします。 

   議会運営委員の方は、委員会室にお集まり

くださるようお願いします。 

   議会運営委員会が終了するまでの間、暫時

休憩とします。 

     休 憩  午後３時０８分 

     再 開  午後３時２３分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   新たに議案が提出されましたので、議会運

営委員会に協議をお願いしましたところ、本

日の議事日程に追加して審議、採決を行うこ

とになりました。 

   お諮りします。議会運営委員会の決定のと

おり、本日の議事日程に追加し、審議、採決

を行うことに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日の議事日程に追加することに

決定しました。 

   これから追加日程を配付させますので、配

付が終わるまでそのまま休憩します。 

     休 憩  午後３時２４分 

     再 開  午後３時２６分 
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○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

○丹野貞子議長 日程第４、閉会中の議会運営に

関する事項及び議長の諮問に関する調査の許

可についてを議題とします。 

   お諮りします。議長から議会運営委員会に、

議会運営に関する事項及び議長の諮問に関す

る調査をお願いしたいと思います。 

   これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本案については議会運営委員会に

付託することに決定しました。 

○丹野貞子議長 追加議事日程第１号に入ります。 

○丹野貞子議長 日程第１、議案の上程を行いま

す。 

   議第３８号 令和７年度河北町一般会計第

２回補正予算について 

   議第３９号 河北町特別職に属する者の給

与等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

   以上２議案を一括上程します。 

○丹野貞子議長 日程第２、提案理由の説明を行

います。 

   提案者から提案理由の説明を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 本日、追加でご提案申し上げて

おります議案につきまして、提案理由の説明

を申し上げます。 

   議第38号令和７年度河北町一般会計第２回

補正予算について申し上げます。 

   今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ38万

6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を108

億3,790万6,000円とするものであります。 

   その内容につきまして、歳出から申し上げ

ます。 

   ２款総務費の参議院議員通常選挙費では、

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する

法律の改正に準じた河北町特別職に属する者

の給与等に関する条例の改正に伴い、投票所

の投票管理者等の報酬を引き上げるための費

用等を増額するものであります。 

   次に、歳入について申し上げます。 

   16款県支出金では、参議院議員通常選挙費

委託金を歳出額に合わせて補正するものであ

ります。 

   以上が令和７年度河北町一般会計第２回補

正予算の概要であります。 

   次に、議第39号河北町特別職に属する者の

給与等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について申し上げます。 

   この条例は、国会議員の選挙等の執行経費

の基準に関する法律の一部を改正する法律が

施行されたことに伴い、条例の一部を改正す

る必要があるので提案するものであります。 

   追加提案いたしました２議案につきまして、

ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し

上げます。 

○丹野貞子議長 以上で提案理由の説明を終わり

ます。 

○丹野貞子議長 日程第３、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。審議の際の議案の朗読は省

略したいと思います。これに異議ありません

か。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

○丹野貞子議長 議事の都合上、初めに議第39号

河北町特別職に属する者の給与等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「日塔防災・危機管理監兼総務課長」 

○日塔俊浩防災・危機管理監兼総務課長 それで

は、議第39号河北町特別職に属する者の給与
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等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてのご説明を申し上げます。 

   国会議員の選挙等の執行経費の基準に関す

る法律の一部を改正する法律が施行され、地

方公共団体の選挙執行の状況を踏まえた規定

や投票所経費等の基準額の改正が行われたと

ころであります。 

   この中で、選挙長、投票管理者、投票立会

人等の単価についても改正されることを受け

まして、河北町特別職に属する者の給与等に

関する条例において、第７条、別表第３によ

り、非常勤の職員の報酬として規定されてお

ります選挙長以下、開票立会人までの報酬額

について改正するものであります。 

   条例の施行につきましては、公布の日から

としております。 

   以上よろしくお願いいたします。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第39号河北町特別職に属する者

の給与等に関する条例の一部を改正する条例

の制定については原案のとおり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第38号令和７年度河北

町一般会計第２回補正予算についてを議題と

します。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   よって、議第38号令和７年度河北町一般会

計第２回補正予算については原案のとおり可

決しました。 

○丹野貞子議長 ここで、町長から発言を求めら

れておりますので、これを許可します。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 閉会に当たりまして、一言お礼

を申し上げます。 

   ６月５日から本日まで慎重にご審議いただ

き、全ての議案についてご可決いただきまし

た。厚くお礼を申し上げます。 

   審議過程におきまして頂戴いたしました貴

重なご意見につきましては、今後の町政執行

に十分反映できるよう努めてまいる所存でご

ざいます。 
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   議員の皆様には、町政の発展とさらなる住

民福祉向上のため、今後ともご指導、ご鞭撻

くださいますようお願い申し上げます。 

   以上をもちまして、お礼の言葉とさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で本定例会に付議されまし

た事件は全て議了しました。 

   これをもって令和７年６月河北町議会定例

会を閉会します。 

   大変お疲れさまでした。 

午後３時３６分  閉 会 
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